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一 電気通信事業紛争処理をめぐる国際的動向 

 
（１）電気通信分野においては、先進各国を中心として電気通信市場の自由

化が開始されてから約 20年になるが、その間、単に競争原理を導入する
だけでなく、実質的な競争を促進するために積極的に相互接続を確保す

るための政策が行われてきた。 
また、こうした事前の政策だけでなく、事後的にも、競争活動の過程

で生じる事業者相互間紛争を公正中立に解決し、また、事業者／利用者

間に生じる紛争を利用者利益増進の観点から解決するための紛争処理制

度を設ける国が増えてきている。 
 

（２）このような世界的動向を受けて、海外では、紛争処理についての調査・

研究・議論が活発に行われるようになっている。 
 
（３）たとえば、ITU（International Telecommunication Union）では、2004

年 8月 31日から 9月 2日にかけて、『紛争処理に関する欧州ワークショ
ップ』が開催され、電気通信分野における紛争処理の重要性と、今後の

方向性についての議論が行われた１。 
すなわち、この分野ではネットワークのボトルネック性故に相互接続

に関する紛争が発生しやすく、各国の規制機関が、相互接続協定の交渉

を円滑にするために接続約款の策定・公開等の事前ルールを整備すべき

であり、それでも紛争が生じた場合には、規制機関が介入を行っている

ように、この分野における規制機関の役割は大きいとしている。 
 
（４）また、OECD（Organisation for Economic Co-operation and Developme

nt）では、2005 年 1 月、『質の高い規制のための独立的で説明責任ある
規制当局の設計』というセミナーが開催され、その中で電気通信分野に

おける規制と紛争処理についての議論が行われた２。 
 
（５）こうした電気通信事業の紛争処理制度に関する関心は、特に欧州にお

いて高い。こうした背景には、電気通信事業者間の紛争の長期化と不確

実性が競争を阻害し、引いては電気通信産業に消極的な影響を及ぼして

いるのではないかとの問題意識があるものと思われる。 
   そこで、英国国際比較法研究所(British Institute of International & Co

mparative Law)*では、2004年 7月 6日、EU加盟 6ヶ国（仏、独、愛、
蘭、西、英）の電気通信事業紛争処理に関する比較研究報告書を発表し*、
各国毎の実際の規制状況が欧州指令と乖離しており、EU 域内統一市場
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の形成を遅らせていると結論づけている。また、同報告書は、欧州の電

気通信産業の将来が紛争発生時の適時適切で効果的な意思決定如何に大

きく懸かっているとも言っている。 
 

* the Society of Comparative Legislation (1894年設立) と the Grotius Society (1915年設立)と

が、1948年に統合されて出来た研究機関。< http://www.biicl.org/> 

*  “Study on the Effectiveness of Telecommunications Dispute Resolution< http://www.biicl.

org/admin/files/BIICLTelecoms%20Report%202004.pdf>;  “New wave of EU telecoms inve

stment under threat”<http://www.biicl.org/admin/files/New%20wave%20of%20telecoms%20inv

estment%20under%20threatFINAL.pdf> 

 
こうした調査研究を受けて、EU 加盟国では、競争促進や利用者保護

の視点から、紛争処理制度を強化しようとする様々なアプローチが見受

けられ始めている。 
 
 
（６）翻って、我が国の電気通信事業紛争処理委員会は、設立以来、諸外国

の電気通信事業紛争処理制度についての海外調査を実施し、また、実際

にも諸外国の規制機関、紛争処理機関と意見交換を行ってきており、そ

の成果が蓄積されてきていたところである。そこで、今般、『諸外国の紛

争処理制度の比較』という形で集大成し、電気通信事業に関係する者へ

情報提供することとした次第である。 
  諸外国の電気通信事業紛争処理制度を一覧表に整理すると、おおよそ

次表のとおりとなるが、紛争処理のような極めて実務的な制度は、各国

における電気通信市場の競争状態、就中、支配的事業者と新規事業者と

の勢力関係はもとより、行政と立法・司法の関係等の所産物であるため、

単純な比較だけでは誤解を与える惧れもある。そこで、次章以下では、

各国毎の電気通信事業紛争処理制度の詳細について、その置かれた環境

条件を含めて述べていくこととする。 
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各国の電気通信事業者相互間紛争処理機関の概要 
 

 英国 仏国 独国 

紛争処理機関、 

紛争処理体制 

○ＯＦＣＯＭ 

 

・「競争・市場グループ」が担当。 

 

○ Telecom Adjudicator 

 

○ ＡＤＲ 

 

○ＡＲＴ 

 

・「法務部」が担当。 

・外部の専門家（弁護士）の助力を得る

ことがある。 

○ＲｅｇＴＰ 

 

（裁定） 

・５つある「裁定室」が、事案の性格に応

じて担当。 

・裁定室は室長１名、副室長２名等で構成。

第１室の室長は、ＲｅｇＴＰ長官、副室

長は、二人の副長官がなる。 

・裁定自体はＲｅｇＴＰの職員のみで行う

が、ごく例外的な案件に限り、外部の有

識者などから決定の準備や意見具申を

受けることが可能。 

 

（仲裁） 

・仲裁手続に従事する者は、ＲｅｇＴＰの

裁定室の職員ではなく、特別に訓練され

た外部の仲裁人が担当する。 

規制・政策部門と

の関係 

・従来、政策立案は貿易産業省（ＤＴＩ）

が行い、規制機関であるＯＦＣＯＭは

規制と紛争処理とを実施することに

・ＡＲＴは、規制及び紛争処理を扱う独

立規制機関。 

・政策立案は、経済財政産業省（ＭＩＮ

・ＲｅｇＴＰは、規制と紛争処理を行う独

立規制機関。 

・政策立案は、連邦経済労働省（ＢＭＷＡ）
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なっているが、ＯＦＣＯＭにおいて政

策立案にも取り組む姿勢を明らかに

している。（2003.12.16.カーター長官

発言）。 

ＥＦＩ）が担当。 

 

が担当。 

 

紛争処理体制 

・ＯＦＣＯＭによる裁定 

・Telecom Adjudicatorによる facilitation、

ruling又は adjudication 

・ＡＤＲ 

・ＡＲＴによる裁定 

  

・ＲｅｇＴＰの裁定室による裁定 

・仲裁（2004年電気通信法第 124条により

新設。） 

紛争対象事項 

（ＯＦＣＯＭ） 

・電子通信ネットワーク、電子通信サー

ビス及び無線スペクトラムに関する

紛争 

・競争法又は事前条件に関する苦情 

 

（Telecom Adjudicator） 

・ＬＬＵに関する紛争 

 

（ＡＤＲ） 

・一方当事者が支配的事業者でない場合

でＯＦＣＯＭが処理を拒絶した場合

・相互接続若しくはネットワークアクセ

ス又は、既存設備の共同使用、加入者

リストの提供等に関する紛争 

第１裁定室：免許、周波数 

      ユニバーサルサービス 

第２裁定室：反競争的行為、料金規制 

第３裁定室：反競争的行為、事後料金規制 

第４裁定室：相互接続 

第５裁定室：郵便関係 

申請 

（ＯＦＣＯＭ） 

・当事者以外の第三者が申請することは

認められない。 

・申請が出来るのは、紛争の当事者に限

られる。 

・申請には特定の様式は必要としない。

・当事者以外の第三者が申請をすることは

できない。 

・一方当事者が支配的事業者である場合
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・申請要件が規定されており、紛争の詳

細に関する明確な情報を申請者が提

出することを要件とする。 

 は、裁定室の職権により申請なしでのア

クションが可能。（相互接続に関する事

例の時は申請が必要。） 

 

紛争処理手続 

（裁定） 

① ＯＦＣＯＭが、事業者からの申請を

受けて、相手方当事者に当該申請を

送付する。 

② 受理されたことを申請者に通知し、

紛争の範囲を公表する。 

③ 最初の分析及び当事者との協議を

行う。 

④ 情報を請求する。 

⑤ 裁定案の準備及び公表。 

⑥ １０日間のコンサルテーションを

行う。 

⑦ 裁定の最終決定手続及び証拠提出

の最終期限となる。 

⑧ 裁定の最終決定を準備する。 

⑨ 裁定の最終決定を公表する。 

 

 

① ＡＲＴが、事業者からの申請を受け

る。 

② ＡＲＴが、相手方当事者へ申請書及

び添付資料を送付し、相手方当事者

が、答弁を提出する。 

③ ＡＲＴが、権限の及ぶ範囲かどうか

及び受理の可能性について検討を行

う。 

④ ＡＲＴの権限が及ぶ範囲であっっ

て申請が受理できる場合には、当事者

が直接意見を表明できる機会を付与

される。 

⑤ 必要な場合には、協議、調査、鑑定

などを行う。 

⑥ ＡＲＴが、裁定を行い、当事者に通

知、公表する。 

（裁定） 

① ＲｅｇＴＰが、事業者からの申請を受

ける。 

② ＲｅｇＴＰが、当事者の意見聴取を行

う。 

③ 公開の口頭による交渉に基づいてＲ

ｅｇＴＰが裁定を行う。 
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調査権限、文書・

報告請求権 

（裁定） 

・ 通信法に基づく資料提出請求権及

び競争法に基づく立入調査権限が

ある。 

・ いずれも強制調査であり、違反があ

る場合には制裁金やサービス提供

の停止処分、罰金（立入調査に関す

る違反の場合は禁固刑の場合あ

り。）が科せられる。 

・任意調査のみ。通常は質問表を相手方

に送り、それに答えてもらう形をと

る。 

・質問・立ち入りともに、相手方の同意

が必要。 

 

・電気通信法に基づく強制調査権があり、

調査に必要な書類を提出させることや、

業務場所に立ち入っての業務監査を行

うことが出来る。 

 

決定の効力 

・裁定には直接執行力はない。 

・裁定に従わない場合の罰則はない。 

・裁定に不服がある場合、競争委員会の

不服申立機関 (Competition Appeal 

Tribunal)に訴えることができる。 

・不服申立自体にはＯＦＣＯＭの裁定を

停止する効力はない。 

・裁定には直接執行力はないが、従わな

い場合、制裁手続きに移行する。 

・裁定に不服がある場合、１ヶ月以内に

ＡＲＴに取消・変更を求めるか、パリ

控訴院に訴えることができる。ただ

し、不服申立自体には原則として決定

を停止する効力はない。 

・これまで６５件の裁定中１８件がパリ

控訴院に持ち込まれたが、全ての案件

がパリ控訴院によって却下されてい

る。 

・決定を直接強制することは出来ない。 

・相互接続に関する決定については、事業

者は期限以内に決定に従う義務を負う。 

・決定に従わない場合、最高１００万ユー

ロの制裁金を課すことができる。 

・決定に不服がある場合、行政裁判所さら

に上級行政裁判所に告訴することがで

きる。 

・これまで、ほぼ全ての決定が裁判に持ち

込まれている。 

紛争処理件数(注) 
（裁定） 

・２００３年１２月２９日のＯＦＣＯＭ

・１９９７年以降、ＡＲＴによる裁定は

６５件。 

（裁定） 

１９９８年から２００４年までの７年間
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発足時から２００５年２月までに紛

争案件として６件が調査対象となっ

ており、５件が解決。 

（２００４年７月までは調停手続があ

ったが、法律改正により廃止された。な

お、１９９７年から２００４年７月まで

の調停での解決件数は０件。） 

で、 

・ 反競争的行為の裁定を 60件 

・ 相互接続の裁定を 248件 

 

（仲裁） 

・２００４年末段階で実施例なし。 

紛争処理期間 

（裁定） 

・予備調査期間が１５営業日。 

４ヶ月以内に処理をするよう規定さ

れている。 

・ 紛争処理手続の場合は決定までに４

ヶ月間。 

（裁定） 

・接続に関する標準期間は原則１０週間、

特別なケース及びその他は、４ヶ月以

内。 

 

情報開示 

（裁定） 

・原則公開（但し、企業機密に関する部

分は当事者の意向により非公開とす

ることもある。） 

・当事者の要望により事業者名を非公開

にすることもある。 

・裁定の結論と理由は原則公表される。

・但し、企業機密に関する部分は当事者

の意向により非公開とすることもあ

る。 

・ＡＲＴのホームページ又は年次報告書

で入手可能。 

・インターネット及び官報に掲載される 

・決定及び相互の主張は原則公開だが、企 

業秘密などについては例外がある。 

 (注)紛争としてカウントしている事案の範囲は各国によって異なる。 
 
※ 参考 事業者／利用者間紛争処理 

紛争処理機関 民間ＡＤＲ（英国） 消費者団体、裁判所（仏国） ＲｅｇＴＰ（独国） 

紛争対象 
・電話、ファクシミリ、インターネッ

ト、ＳＭＳなどに関する事業者／利

・事業者／利用者間紛争全般 ・事業者／利用者間紛争全般（電気通信

消費者保護令、郵便サービス令、郵便ユ
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用者間紛争 ニバーサルサービス令で消費者に留保

されている権限が侵害された場合など） 

 

紛争処理体制 

・ ＯＦＣＯＭの承認を受けたＡＤＲ

スキーム（ＯＴＥＬＯ及びＣＩＳＡ

Ｓ）のうち、各事業者が登録をして

いるスキームに申請する。 

・ ＯＴＥＬＯとＣＩＳＡＳのいずれ

にも登録していない事業者につい

ては、ＯＦＣＯＭに申請する。 

・ ＡＲＴは、消費者団体へ連絡するか、

裁判所へ直接提訴する。 

 

・RegTP 内の調停機関に訴えることがで

きる。 

 

 



 9

 
 スウェーデン フィンランド 

紛争処理機関、 

紛争処理体制 

 

○ＰＴＳ 

 

・「法務局」が担当。内部職員である弁

護士、技術者、エコノミストなどが

対応。 

・外部の有識者に意見を聞くこともあ

る。 

○ＦＩＣＯＲＡ 

 

・「通信市場及びサービス局」が担当。

内部職員及び内部の弁護士に加え

て、必要に応じて外部の専門家もス

タッフに組み込んで処理。 

規制・政策部門との

関係 

・ ＰＴＳは、規制及び紛争処理を担当

する独立規制機関。 

・ 政策立案に関しては産業雇用通信省

（ Ministry of Industry, 
Employment and 
Communications）が担当。 

・ ＦＩＣＯＲＡは、規制及び紛争処理

を担当する独立規制機関。 

・ 政策立案に関しては運輸通信省（Ｍ

ｉｎＴＣ）が担当。 

 

紛争処理体制 

・ＰＴＳによる斡旋 

・ＰＴＳによる裁定（斡旋が４ヶ月以内

に解決しない場合、若しくは斡旋が

中断した場合には、裁定を行わなけ

ればならない。） 

・ ＦＩＣＯＲＡによる斡旋 

・ ＦＩＣＯＲＡによる裁定（斡旋が４

ヶ月たっても解決しない場合及び、

当事者が要請した場合） 
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紛争対象事項 

 

・電子通信法、規則又は免許条件等

に関する紛争。 

・ 事業者相互間の紛争。 

申請 

・ＰＴＳが職権によって紛争に介入する

ことは出来ず、申請があった場合の

み。 

・ＦＩＣＯＲＡが職権で又は当事者の申

請による。 

紛争処理手続 

（裁定） 

① ＰＴＳが、当事者から、書面による

裁定申請を受ける。 

② ＰＴＳが処理することのできる問題

か否かを決定する。 

③ ＰＴＳが、両当事者の書面による主

張を調査する。 

④ ＰＴＳが裁定を行う。 

 

（斡旋） 

・ 決められた形式はなく、ケース毎

に対応する。 

・ 法令期限の４ヶ月以内に解決し

ない場合や、打ち切りになった場

合は裁定手続に移行する。 

 

（裁定） 

① ＦＩＣＯＲＡが、職権又は当事者か

らの申請を受ける。 

② ＦＩＣＯＲＡが、当事者に説明を要

求する。 

③ ＦＩＣＯＲＡが、見解を提示 

④ ＦＩＣＯＲＡが、裁定を行う 
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調査権限、文書・ 

報告請求権 

・電子通信法による調査権がある （任意調査） 

・ 全ての場合に関して任意調査がで

き、一定の場合には、強制調査もで

きる。 

決定の効力 

 

・ 決定に従わない事業者がいても、Ｐ

ＴＳが罰則を科すことは出来ない。

・ 裁定の内容に不服がある場合には、

行政裁判所に訴訟提起が出来る。（裁

定の約半数は訴訟に持ち込まれてい

る。） 

・履行期限内に裁定結果を実行しな

い事業者には、罰金を科す。 

・ＦＩＣＯＲＡの裁定に不服がある

場合には、当事者は行政裁判所に

不服を申し立てることが出来る。

紛争処理件数(注) 
・２００３年７月以降、相互接続の条件

や接続料を巡る裁定約７０件。 

・２００４年の１年間で、斡旋が２件、

裁定が３１件行われた。 

紛争処理期間 

・実態として、平均して２ヶ月程度（Ｅ

ＣＴＡ資料より） 

・通信市場法で４ヶ月以内に裁定を行う

ことが定められている。なお、処理実

績もほぼ同様。 

情報開示 

・裁定の情報は原則公開されるが、企業

機密などについては、決定に含まない

上、一般に公開もされない。 

・ 裁定の結果に関してはホームページ

状で入手が可能。 

・ ＦＩＣＯＲＡでの情報開示は情報公
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開法の適用を受けており、一部の企

業秘密を除いて、全て開示対象とす

る。 

 

 (注)紛争としてカウントしている事案の範囲は各国によって異なる。 
 
※事業者／利用者間紛争処理 

紛争処理機関 

ＰＴＳ、The Swedish Consumer 

Agency、The National Board of 

Consumer Complaints（スウェーデン）

ＦＩＣＯＲＡ及び裁判所等 

（フィンランド） 

紛争対象 ・事業者／利用者間紛争全般 ・事業者／利用者間紛争全般 

紛争手段体制 

・通信事業者が電子通信法を遵守してい

るかどうか、と言う問題については、

ＰＴＳが監督。 

・その他については、独立行政庁である

The Swedish Consumer Agency 又は

The National Board for Consumer 

Complaints 

・ 通信市場法に関連する紛争について

は、ＦＩＣＯＲＡで処理する。 

・ それ以外の紛争に関しては、消費者

関連の当局に申請をするか、裁判所

に提訴する。 
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 米国（州内通信） 米国（州際／国際通信） 

紛争処理機関、 

紛争処理体制 

○ 州公益事業委員会 

（カリフォルニア州公益事業委員会（Ｃ

ＰＵＣ）のケース） 

 

・公益事業委員会で働く行政法判事が斡

旋人又は仲裁人になる。また、契約ベ

ースで斡旋や仲裁の経験のある退職

職員が雇われて斡旋人や仲裁人にな

ることもある。 

○連邦通信委員会（ＦＣＣ） 

 

・委員会の下にある執行局が担当する。

・公式の苦情申出の手続の時のみ、外部

の専門家の証言は助力を得ることが

ある。 

規制・政策部門との

関係 

・公益事業委員会において、政策立案、

規制、紛争処理を一体的に実施してい

る。 

・ＦＣＣにおいて、政策立案から規制、

紛争処理までを一体的に実施してい

る。 

 

紛争処理体制 

・公益事業委員会よる斡旋 

・公益事業委員会による仲裁 

 

・ＦＣＣによる斡旋（明文規定なし） 

・ＦＣＣによる苦情申出 

紛争対象事項 

・相互接続、サービス又はネットワーク

構成要素に対する接続要請に関する

紛争 

・ 通信法違反の行為 

・ 既存事業者の設備へのアクセス条件

等 

・ 州の公益事業委員会で措置を行わな

い場合 
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申請 

（仲裁） 

・公的機関の介入の前に出来るだけ当事

者間での協議努力を求めるという理

由により、協議開始の請求書を受理し

てから１３５日目から１６０日目ま

での期間内に行うことができる。 

・ 第三者が提出することはできない。

・ ＦＣＣが職権により紛争に介入する

ことはできない。 

・ 公式な苦情申出の場合は、申請様式

が決められている。 

紛争処理手続 

（仲裁） 

① 公益事業委員会が、仲裁申請を受け

る。 

② 仲裁申請者が、公益事業委員会に提

出した申請書及び関連書類の写しを

公益事業委員会がこれを受理する日

までに相手方当事者に提出する。 

③ 公益事業委員会委員長又は指定さ

れた者が直ちに仲裁人を任命し、これ

を両当事者に通知する。 

④ 相手方当事者が、州委員会が仲裁申

請を受理してから２５日以内に答弁

書及び申請者の要望する追加情報を

提出する。 

⑤ 答弁書の提出後７日以内に両当事

者が共同報告書を作成・提出し、合意

事項と紛争中である事項を明確に区

（斡旋） 

① ＦＣＣが、事業者からの情報提供を

受ける（ＦＣＣは、書面作成を勧め

る）。 

② ＦＣＣが、斡旋を求める書面の写し

を相手方当事者に送付し、書面によ

る回答を求める。 

③ 両当事者とＦＣＣが会合を行う。 

 

（公式苦情申出） 

① 申出書の内容を検証し、「公式苦情」

として受理されるための基準を充足

しているか検証が行われる。 

② 「公式苦情」としての受理が決定さ

れると、苦情書の写しを相手方当事

者に送付する。 

③ 相手方当事者が答弁書を提出する。
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分する。 

⑥ 仲裁審理 

⑦ 仲裁人が仲裁案を作成し、格闘氏者

がこれに対して意見を述べることが

可能 

⑧ 仲裁案に対して州委員会が決定し、

強制力が発生する。 

④ 当事者と会合を行う。 

⑤ 執行局で決定草案を決定する。 

⑥ 決定草案を委員会において検討す

る。 

調査権限、文書・報

告請求権 

・仲裁人が資料の提出依頼を出すことは

出来るが、強制力はない。 

（ただし、提出しない場合には相手方の

主張が採用されてしまう可能性があ

るため、拒否されたケースはない。）

・ＦＣＣにはコモンキャリアに対する調

査権が法令上認められており、情報を

どうしても入手できないときに召喚

状を出して求めることが出来る。 

・職権調査（FCC-initiated  

investigation）を行うことが 

できる。 

 

決定の効力 

・仲裁案は公益事業委員会の決定を得た

段階で強制力を有する。 

・ただし、仲裁案が提示された後に、案

と異なる内容で当事者間の合意をす

ることは妨げられない。 

・仲裁内容に不服がある場合には、公益

事業委員会に再審査を申し立てるこ

とができ、また、連邦地方裁判所に訴

・ 公式の苦情申し出の決定に違反する

事業者には、各違反ごとに最高１０

万ドル、継続する違反には一個の作

為又は不作為に対して最高１００万

ドルの罰金を科すことができる。 

 

・ ＦＣＣによる決定に不服がある場合

には、ＦＣＣに再審査の申立を行う
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訟を提起することが出来る。 か、連邦地方裁判所に提訴すること

ができる。 

紛争処理件数(注) 

（斡旋） 

・年に５～７件程度。 

 

（仲裁） 

① 通信法第 251条、252条の 

下での仲裁 

→年に４～５件 

② カリフォルニア州相互接続手続に

基づく仲裁 

→年に３～４件 

（斡旋） 

・年に４０件程度。 

 

（公式の苦情申出） 

・年に２５件程度。 

紛争処理期間 

・委員会は、当事者間で接続等の交渉要

請が行われた日から９ヶ月以内に未

解決論点の解決を行わなければなら

ない。 

 

（カリフォルニア州では大型案件の場

合、13ヶ月から 14ヶ月かかったケー

スがある。） 

（斡旋） 

・ケースバイケース。 

 

（公式の苦情申出） 

・１１ヶ月以内に決定草案（ドラフト）

を決定、新規のコモンキャリアから

の申出の場合、多くは１年以内に解

決。 

情報開示 ・ 紛争処理の結果は公表。 ・斡旋時に提出された資料について、情
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・ 斡旋が成功した場合は、合意に至っ

た時点で申請者が苦情申請を取り下

げるため、記録としては残らない。

・ 仲裁の結論については事業者名も含

めて公開とするが、結論の背景につ

いては公表しない。また、証拠書類

についても取扱いは慎重であり、積

極的な開示は行われていない。 

・ 非公開情報については、守秘協定を

締結した相手方当事者のみに公開さ

れる。 

報公開法に基づく請求はできるが、

そういうことがない限り秘密扱いと

する。 

・公式苦情申出の訴状や答弁書の内容は

一般に「公表」はしない。しかし、

ＦＣＣのレファレンスルームにて情

報公開法によらずに入手することが

可能。 

 
※ 参考 事業者／利用者間紛争処理 

紛争処理機関 州の公益事業委員会（米国） ＦＣＣ（米国） 

紛争対象 

・当事者が、地域電話会社であるか、又

は紛争が州内に留まる問題である場

合 

・当事者が長距離電話会社であるか、又

は紛争が州際にまたがる問題である

場合 

紛争処理体制 

・ 公益事業委員会に対する公式若しく

は非公式の苦情申出又は斡旋 

 

・ ＦＣＣの消費者政府関係局に対する

公式又は非公式の苦情申出 
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 韓国 インド 

紛争処理機関、 

紛争処理体制 

○韓国通信委員会（ＫＣＣ） 

 

・委員会は、現在、７名の委員で構成さ

れている。 

・委員会の下に、６つの課からなる事務

局を置く。 

○電気通信紛争処理上訴裁判所（ＴＤＳ

ＡＴ） 

 

・委員長及び２人以内の委員による合議

制。 

・TDSAT に適切な職員を配置し、委員長

の指揮の下で職務を遂行。 

 

 

規制・政策部門との

関係 

・ ＫＣＣは、紛争処理及び審議諮問機

関。政策立案・規制は、情報通信部

（ＭＩＣ）が担当。 

・ ただし、行為の是正命令権や課徴金

賦課権限などの一部の権限がＭＩＣ

からＫＣＣに移管されている。 

 

・2000 年に規制機関である電気通信規

制庁（ＴＲＡＩ）から紛争処理機能

が移管されて成立したのがＴＤＳＡ

Ｔであり、規制当局からは独立して

いる。 

 

紛争処理体制 

・ＫＣＣによる斡旋（裁定を行うのに適

せず又はその他必要と認めるとき） 

・ＫＣＣによる裁定 

・TDSAT による裁定 

紛争対象事項 
・設備の提供、相互接続・共用、情報提

供等に関する紛争。 

・免許を与える者（licensor）と免許を

受ける者（licensee）の間の紛争 
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・２社以上の電気通信事業者間の紛争 

・ＴＲＡＩの行った指令、決定及び命令

に対する訴えの処理 

申請 

・ 当事者の申請によってのみ申請が可

能である。（ＫＣＣの職権による紛争

への介入や、第３者による申請はで

きない。） 

 

・権利を侵害されたもの (aggrieved 

person)が、所定の期間内に申請を行

うことが出来る。 

紛争処理手続 

（裁定） 

① ＫＣＣが、事業者からの申請を受け

る。 

② ＫＣＣが、相手方当事者へ通知し、

意見を陳述する機会を付与する。 

③ ＫＣＣによる意見聴取や鑑定など

が行われる場合がある。 

④ ＫＣＣが裁定を行う。 

① ＴＤＳＡＴが、事業者からの申請を

受ける。 

② ＴＤＳＡＴが、当事者に対して聴聞

を行う。 

③ ＴＤＳＡＴが、関係者の召喚等を行

う。 

④ ＴＤＳＡＴが、裁定を行う。 

調査権限、文書・報

告請求権 

・調査課による調査権限があるが、ＫＣ

Ｃが積極的に調査を行うというより

は、中小事業者の問題提起を受けて調

査を行うことが多い。 

・裁定手続中に文書等の提出要求や、立

入検査要求を行うことが出来る。 

（拒否することによる罰則規定はない

書類による命令により、 

・必要と認める情報や説明を書面で提出

させるため、随時、事業者に要求する

こと、 

・業務について調査させるため、複数の

者を任命すること、 

・事業者の会計帳簿又はその他書類を調
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が、裁定における弁明不足につなが

り、不利な決定がされる可能性がある

ため、これまで拒否事例はない。） 

査させるために、職員を差し向けるこ

と、 

ができる。 

決定の効力 

・ 裁定の送達後６０日以内に民事訴訟

を提起することができる。 

・ 裁定の送達後６０日以内に訴訟が提

起されない場合には、当事者間に裁

定内容と同一の合意が成立したもの

とみなされる。 

 

・裁定に従わない事業者には、最高 10

万ルピーの罰金、２回目以降は最高

20万ルピーの罰金を課せられる。 

・裁定又は命令に不服がある場合には通

知があった日から９０日以内に、最

高裁判所に控訴できる。 

紛争処理件数(注) 

・２００２年以降、事業者間紛争の裁定

は３件申請。 

・最近２年間で３３７件の紛争を受付。

（事業者と消費者の間の紛争、事業者

間紛争、事業者と自治体との紛争の合

計。） 

紛争処理期間 
・裁定を申請した日から原則として６０

日以内に裁定を行う。 

・ 申請や訴えを受理してから９０日以

内に処理するよう規定されている

(努力規定)。 

情報開示 

・情報公開の時期に関する制約はない。

・公共機関の持つ情報は全て公開するの

が原則であるが、 

①国家の利益を損害する情報 

②法律で非公開対象となっている情報 

③個人の私生活の秘密等を侵害するお

・庁の全ての決定は、ＴＤＳＡＴの年次

報告において公表される、 
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それがある情報 

④法人の営業上の秘密に関する情報 

 は非公開とする。 

 (注)紛争としてカウントしている事案の範囲は各国によって異なる 
 

※事業者／利用者間紛争処理 
紛争処理機関 KCC（韓国） TDSAT（インド） 

紛争対象 
・事業者が利用者に与えた損害の賠償な

ど 

・事業者／利用者間の紛争全般 

 

紛争手段体制 

・ ＫＣＣ内に設けられた「民願申告セ

ンター」窓口にて一次的に処理。窓

口で対応できないような特異もしく

は大型の案件についてはＫＣＣによ

る裁定手続に移行する。 

・ 「民願申告センター」には、１日あ

たりおよそ１００件の申告がある。

・事業者間紛争同様、ＴＤＳＡＴの裁定

にて処理（手続も事業者間紛争と同

様）。 
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二 ＥＵ及びＥＵ諸国 

１ ＥＵの紛争処理制度 

（１）ＥＵにおける競争の枠組み 

① ２００２年３月、ＥＵでは、情報社会に関する従来の２０の指令を

「枠組み指令」、「アクセス・相互接続指令」、「認可指令」、「ユニバー

サルサービス指令」、「プライバシー指令」及び「競争指令」の６つに

まとめ、簡素化、明確化した（２００３年７月施行）。 
これを受けて、各国は、上記指令に基づいた新たな規制の枠組みの

ための国内法を２００３年７月までに整備しなければならないこと

とされている。 
 
② 事業者間紛争処理に関しては、「枠組み指令」の中で、原則として

各国の規制当局（ＮＲＡ：National Regulatory Authority）が紛争
処理を行うことと規定されている（図２参照）。これによれば、 
ａ 規制当局は、拘束力のある決定を原則として４ヶ月以内に行わな

ければならない。 
ｂ 規制当局は、斡旋など他に方法が存在する場合、拘束力のある決

定による紛争解決を断ることができる（但し、４ヶ月以内に解決で

きない場合には、拘束力のある決定を行わなければならない）。 
ｃ 規制当局の決定は、公に利用可能としなければならない３。 
 
③ したがって、実際にも欧州では、後述するように、規制当局が紛争

処理を行っている国が多い。 
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《ＥＵ指令による電子通信規制の新たな枠組み》
（2002年３月可決、2003年７月実施）

枠組み指令

規制機関の独立
性、ＳＭＰ事業者
指定、市場分析、
希少資源の管理
等。

免許に代わる一般認証
（又は届出）等。

支配的事業者に対す
る義務等。

ユニバーサルサービス
事業者の指定、コスト
の計算・負担の方法等。

トラヒックデータ保
存、電子メール等
のオプト・イン方式。

ｱｸｾｽ･接続指令 認可指令 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ指令 ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ指令

ＥＵ加盟国は、２００３年７月までにこれらの指令に整合的な国内法整備を行う義務を負う。

※ この他、競争指令もあり

※

《従来の枠組み》＝ＥＵ指令はあるものの、各国の制度が異なる部分が多く残存

 
 

《枠 組 み 指 令 第 ２ ０条 》
◆ 事 業 者 間 紛 争 に 関 し 、規 制 機 関 は 、拘 束 力 の あ る 決 定 を 原 則 と し て ４ ヶ 月 以 内 に 発 しな け れ ば な ら な い 。
◆ 規 制 機 関 は 、斡 旋 な ど 他 の 方 法 が 存 在 す る 場 合 、拘 束 力 の あ る 決 定 に よ る 紛 争 解 決 を 断 る こ とが
で き る （但 し 、 ４ ヶ 月 以 内 に 解 決 で き な い 場 合 に は 、拘 束 力 の あ る 決 定 を 行 わ な け れ ば な ら な い ）。
◆ 規 制 機 関 の 決 定 は 、公 に 利 用 可 能 と し な け れ ば な ら な い 。

規 制

紛 争 処 理

Ｎ Ｒ Ａ ※

※ 規 制 機 関 （ Nat i o n a l  

R eg u l a t o r y  A u t h o r i t y）

【図１：EUにおける競争政策の枠組み】 

【図２：ＥＵの紛争処理機関】 

※ 規制当局（National  

  Regulatory Authority） 

《枠組み指令第２０条》 
 
◆ 事業者間紛争に関し、規制当局は、拘束力のある決定を原則として４ヶ月以内に発しなければならない。 
◆ 規制当局は、斡旋など他の方法が存在する場合、拘束力のある決定による紛争解決を断ることが 
 できる（但し、４ヶ月以内に解決できない場合には、拘束力のある決定を行わなければならない）。  
◆ 規制当局の決定は、公に利用可能としなければならない。 
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２ 英国の紛争処理制度 

英国も、ＥＵ指令の下に規制当局が紛争処理を行っているが、近時、新た

な試みが見られる。以下、この動向を紹介する。 

（１）英国における規制機関の統合 

英国では、２００３年１２月、５つの規制機関（電気通信庁、電波庁、

ラジオ庁、独立テレビ委員会及び放送基準委員会）が統合され、通信・

放送に関する総合的な規制機関としてＯＦＣＯＭ（通信庁）が誕生した

（図３参照）。 
電気通信事業紛争処理に関しても、このＯＦＣＯＭが紛争処理機関と

なっており、具体的には、ＯＦＣＯＭ内の規制部局である「競争・市場

グループ」が紛争処理の業務を担当している（図４参照）。 
 
 

Content Board

Consumer PanelACTs

２００３年１２月設立

電気通信庁

電波庁

独立テレビ委員会

放送基準委員会

ラジオ庁

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局資料(2003年7月）  
 
 

【図３：英国における規制機関の統合】 
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【図４：ＯＦＣＯＭの組織】 

通信
戦略・
市場発展

競争・
市場

コンテンツ
・基準 運営 商務 人材管理 官房 対外

関係

・戦略的発展
・市場調査
・技術
・ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ

・放送規制
・公共ｻｰﾋﾞｽ
放送
・消費者政策
・ ﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼｰ

・稀少資源
・競争政策
・法令遵守

・免許付与
・OFCOM
ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰ
・実地監視
・管理開発
支援

・予算
・情報ｻｰﾋﾞｽ
・施設管理

・業務支援
・人材開発
・方針
・人材資源
管理

・秘書
・法務

・北ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ担当
・ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ担当
・ｳｪｰﾙｽﾞ担当
・ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当
・公共、産業、
国際関係

・ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｽ
・出版、行事
・内部広報

運営規制・政策

長官

【グループ】

【チーム】

競争政策を行う
とともに、紛争
処理を行う部署

・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･
ｵﾌｨｽ

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局資料(2003年7月)、総務省資料及びOFCOM “Guidelines for the handling of competition 
complaints, and complaints and disputes about breaches of conditions imposed under the EU Directives”(2004年7月)

委員会
（委員長、副委員長、長官、執行委員２、委員３）

David Currie Richard Hooper Millie BannerjeeStephen Carter Sara NathanIan HargreavesKip Meek

Stephen Carter

Ed Richards

 
 
 
（２）事業者相互間紛争処理体制 

① １で述べたＥＵの新指令を受けて、英国では「２００３年通信法」

（以下「通信法」という。）が成立したが、同法及びＯＦＣＯＭの設

立により、英国の紛争処理の仕組みも変更された。 
 
② すなわち、従来、規制機関であるＯＦＴＥＬの裁定しかなかったが、

現在では、ＯＦＣＯＭの裁定に加えて、後述するTelecom Adjudicator
やＡＤＲも認められた４。 

 
③ 具体的には、電子通信ネットワークサービス等に関する紛争につい

て、一方当事者が支配的事業者でない場合、ＯＦＣＯＭは、紛争処理

を拒絶し、ＡＤＲに付託することができる５（表１参照）。また、ロー

カル・ループのアンバンドリング（ＬＬＵ）に関する紛争については、

Telecom Adjudicatorが処理することとなっている６。 
なお、ＥＵの枠組み指令では、競争当局（ＮＣＡ：National 

Competition Authority）が競争法の執行をすることと規定されてい
る７が、英国では、電気通信分野における競争法又は事前条件（ユニ
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バーサル・サービスの条件、ＳＭＰ（Significant Market Power）に
対する条件、アクセス条件など）違反に関する苦情については、ＯＦ

ＣＯＭが処理を行っている８（図５参照）。 
 
 
【表１：紛争処理申請の受理の可否に影響を与える要因の例】 

 
（出典：OFCOM “Guidelines for the handling of competition complaints, and complaints and disputes about 

breaches of conditions imposed under the EU Directives”） 
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《2003年通信法以前のＯＦＴＥＬ》

SMPを有する固定公衆
通信事業者の相互接続
に関する紛争

ＯＦＴＥＬの裁定（６ヶ月以内）

《ＯＦＣＯＭ》

電子通信ネットワーク・サービス等に関する紛争

ＯＦＣＯＭの裁定

（４ヶ月以内）

一方当事者が支配的事業
者でない場合でＯＦCOMが
処理を拒絶した場合

ＡＤＲTelecom Adjudicator

ﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟの
ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞに
関する場合

● ＯＦＴＥＬ時代と現在の紛争処理手続の比較

競争法又は事前条件

に関する苦情※

ＯＦＣＯＭの裁定

(4～12ヶ月以内)

※ ユニバーサルサービスの条件違反、ＳＭＰに対する条件違反、
アクセス条件違反など

出典：2003年通信法第185条第１項～第３項、第188条第５項及びOFCOM “Guidelines for the handling of competition complaints, and complaints and disputes about breaches of 
conditions imposed under the EU Directives”(2004年7月)並びに電気通信事業紛争処理委員会海外調査結果(2002年3月）及び電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）

 
 
（３）事業者相互間紛争処理手続 

① ＯＦＣＯＭに紛争処理を求める場合、紛争の範囲に含まれる論点に

関する商業的交渉の書面による証拠、商業的交渉を通じて紛争解決の

ための裁量の努力を行ったというＣＥＯ等の宣誓などを含む紛争の

詳細に関する明確な情報を申請者が提出することを要件とする９。 
 
②  苦情については、違反したと主張する事前条件又は競争法の下での
濫用を申請者が明確にすることや主張を裏付ける十分な証拠を申請

者が提出することを要件とする１０（図６参照）。 
 
 

【図５：英国の事業者相互間紛争処理体制】
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ＯＦＣＯＭに申請

苦情
競争法や義務違反

紛争
アクセス他規制上の義務関連

（注）ＯＦＣＯＭは、紛争として
扱われるべき問題を苦情
としては受け付けない。

申請要件の充足の有無

苦情調査

ＯＦＣＯＭの裁定

ＯＦＣＯＭの紛争処理権限の
範囲内の案件か否か

申請要件の充足の有無

ＯＦＣＯＭが処理すべきか

紛争処理手続

紛争解決又は権利義務
関係設定のＯＦＣＯＭの裁定

ＡＤＲの存在により、ＯＦＣＯＭ
が紛争処理を拒絶

苦情申請者が、
・小規模事業者又は
新規事業者であるか
・規制機関や競争当局に
苦情申請したことがないか

ＯＦＣＯＭが申請要件
に関するガイドを提供

申請拒絶

出典：OFCOM “Guidelines for the handling of competition complaints, and complaints and disputes about breaches of conditions imposed under the EU Directives”(2004年7月)

 
 

③ ＯＦＣＯＭが紛争処理を受理する場合の手続は、通常、次のとお

りである（図７参照）。 
ａ まず、事業者からの申請を受けて、ＯＦＣＯＭが、相手方当事者

に当該申請を送付する。 
ｂ 次に、ＯＦＣＯＭは、当該申請が紛争処理のために受理されるこ

とについて申請者に知らせ、紛争の範囲を公表する（申請を受けて

から１５営業日以内）。 
ｃ 最初の分析及び当事者との協議を行う（申請受理から２～３週）。 
ｄ 情報を請求する（同４～７週）。 
ｅ 裁定案を準備し、公表する（同８～１１週）。 
ｆ １０日間のコンサルテーション（同１２～１３週、パブリック・

コンサルテーションは、案件が多数の関係者の利害に関わる場合に

のみ実施。当事者のみの利害に関わる場合には、当事者に限定し、

非公式なコンサルテーションを実施。）を行う。 
ｇ 裁定の最終決定手続及び証拠提出の最終期限となる（同１４週）。 
ｈ 裁定の最終決定を準備する（同１４～１７週）。 

【図６：ＯＦＣＯＭの紛争及び苦情処理の流れ】 
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ｉ 裁定の最終決定を公表する（同１７週）（ＥＵ新指令に基づく通

信法により、紛争処理は４ヶ月以内とされている１１。なお、苦情処

理の期限は、紛争処理とは別に定められている（表２参照）。）。 
ｊ 裁定に従わない場合の罰則は、ない。 
ｋ 裁定に不服がある場合、競争委員会の不服申立機関(Competition 

Appeal Tribunal)に訴えることができる。 

 
【図７：ＯＦＣＯＭの紛争処理の典型的なスケジュール】 
 

 
出典：OFCOM “Guidelines for the handling of competition complaints, and complaints and disputes 

about breaches of conditions imposed under the EU Directives”） 

 
 
【表２：紛争及び苦情処理の期限】 

 

 
出典：OFCOM “Guidelines for the handling of competition complaints, and complaints and disputes 

about breaches of conditions imposed under the EU Directives” 
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（４）事業者相互間紛争処理実績 

したがって、ＯＦＣＯＭは、ＯＦＴＥＬ時代のように、原則としてす

べての紛争や苦情を受理するわけではなく、むしろ要件や手続を制限す

ることにより、間口を絞り込んでいると言える。そして、ＯＦＣＯＭが

受理しない紛争は、Telecom Adjudicator等への誘導を図っているものと
考えられる。その結果、ＯＦＣＯＭの紛争処理実績を見ると、ＯＦＴＥ

Ｌ時代と比較して件数が激減している（表３参照）。 
 
 

６件 （解決５）
（2003年12月29日～
2005年2月16日）

電気通信事業
者間相互紛争
件数

３２件

８５件

予備調査
件数※

１０件１２９件
ＯＦＣＯＭによる

処理
（2003年末～2004年6月）

３８件９８件
ＯＦＴＥＬによる

処理
（2003年6～12月）

本調査

件数※

申請件数
※

※放送含む。苦情、紛争の合計。

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）

 
 
 
（５）Telecom Adjudicator 

① 概要 
Telecom Adjudicatorは、ＯＦＣＯＭが、ＢＴのローカル・ループ
のアンバンドリング（ＬＬＵ）の進展を促すために、ＢＴと他事業者

との間のＬＬＵに関する紛争について、専門的に処理させるために設

立した機関である。ＯＦＣＯＭが作成した“Telecommunications 
Adjudicator Scheme”を、ＢＴと他事業者とが個別に協定を締結する
ことにより施行するという形をとる（ “Telecommunication 
Adjudicator Scheme”には、adjudicatorの任命ルール、Facilitation
（当事者間の対話を促す手続）のルール及び紛争解決のルールが含ま

れる）。 
 

【表３：英国における事業者相互間紛争処理実績】 
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② 経緯 
２００４年５月、ＯＦＣＯＭが、「ブロードバンドフレームワーク」

の中で、ＢＴのＬＬＵを進展させるために、“Telecom Adjudicator”
の創設を提案し、同年７月、ピーター・ブラック氏をTelecom 
Adjudicatorに任命した。 

 
③ 地位、機能等 
ａ 地位 

Telecommunication Adjudicator Schemeに基づき、事業者から
独立した地位であるが、任命は、ＢＴ及びその他の事業者と調整の

上、ＯＦＣＯＭが行う１２。 
ｂ 機能 
○ ＢＴとその他の事業者のＬＬＵに関する協議が合意されるよ

うに支援し、必要であれば勧告を行う（facilitation）。 
○ ＢＴとその他の事業者のＬＬＵに関する紛争を処理（dispute 

resolution）する１３。 
ｃ 紛争処理の効力 
当事者は、原則としてこれに拘束される１４。 

ｄ 会計 
ＯＦＣＯＭがＢＴと協議の上で予算を決定する。ＯＦＣＯＭが支

払い、ＢＴがその５０％を補填する１５。 
 

④ 参加事業者 
ＢＴ、Ｃ＆Ｗ、キングストンなど１６社（２００５年４月１日現在）

１６。 
 

⑤ 紛争処理実績 
２００５年２月、初めての事案として、ブロードバンドサービス提

供事業者のブルドッグがＢＴとの間でＬＬＵの料金等に関して紛争

処理の申請を行ったが、３月２１日、協議の進展を理由に申請が取り

下げられた１７。 
 

⑥ 組織 
Telecom Adjudicatorは、性格上、電気通信事業者から独立した第
三者機関である。ただし、現在のAdjudicatorであるブラック氏は、
ＢＴ出身者となっている（図８参照）。 
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Telecom Adjudicator

Peter Black氏
ＢＴを含む多数の企業勤務を経て、電気通信、放送、データ通信、

メディア、情報システム分野の専門家。

Adjudicator’s Office Technical Director

スタッフ

Clive Fedida氏
ＢＴにおける技術及びオペレーション担当。2001年以降、電気通信
産業のフリーコンサルタント。

出典：OTA (Office of the Telecom Adjudicator)のwebサイト

    
 ⑦ 手続（図９参照） 

Telecom Adjudicatorの紛争処理手続は、次のとおり。 
ａ 事業者が、紛争をＯＦＣＯＭに申請するよりも前にTelecom 

Adjudicatorに申請（ruling）するか、又は、紛争をまずＯＦＣＯ
Ｍに申請してから、ＯＦＣＯＭがTelecom Adjudicatorに紛争を委
ねる（adjudication）。 
ｂ ＯＦＣＯＭが、facilitationの実施を確認し、実施していなければ

facilitationを行って、両当事者の協議を支援する。 
ｃ 両当事者が facilitationを実施していれば、ＯＦＣＯＭは、

adjudicationの可否を審査する。申請がガイドラインに沿っていな
いなどの理由があれば、拒絶する。 
ｄ ＯＦＣＯＭが、紛争処理の申請を受理し、相手方当事者に対して

申請書の写しを送付し、公表する（ａから２日以内）。 
ｅ ＯＦＣＯＭが、相手方当事者からの回答及びコメントを受領し、

申請者に対して写しを送付し、公表する（ａから７日以内）。 
ｆ ＯＦＣＯＭが、最終的にruling又はadjudicationを行う（ａから
９～１４日以内）。 

 

【図８：Telecom Adjudicatorの組織】 
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①事業者が、紛争をＯＦＣＯＭよりも前にTelecom Adjudicatorに申請（ruling）
②事業者が、紛争をＯＦＣＯＭに申請し、ＯＦＣＯＭがTelecom Adjudicatorに委ねる（adjudication）

facilitationの実施の有無

Adjudicationの可否

申請がTelecom Adjudicatorの
ガイドラインに適合しているか

紛争の受理、相手方当事者
に対する写しの送付、公表

回答及びコメントの受領、申請
者に対する写しの送付、公表

繰り返し

Ruling又はadjudication（共に拘束力あり）

無

否

否

facilitation

Adjudicationの拒絶

Adjudicationの拒絶

①又は②＋２日

①又は②＋７日

①又は②＋９日

①又は②＋１４日

出典：OTA “Office of the Telecommunications Adjudicator Guidelines”(2004年10月)  
 

 

（６）事業者／利用者間紛争処理体制 

英国では、事業者／利用者間紛争については、通信法に基づいて、原

則として各事業者がＯＦＣＯＭの承認した民間ＡＤＲ手続に登録し、そ

れによって処理することとされている１８（図１０参照）。 

【図９：Telecom Adjudicatorの手続】 
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事業者／利用者間紛争

当該ＡＤＲ機関によるＡＤＲＯＦＣＯＭによる処理

当該事業者が、ＯＦＣＯＭが承認した
ＡＤＲ機関に登録している場合※

※ 2003年通信法により、全ての事業者に対して、OFCOMが承認した（ＡＤＲ機関
による）紛争処理手続を定めることが義務づけられている。

出典：2003年通信法第52条第5項、電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）  
 
 

① ＯＴＥＬＯ 
通信法に基づいてＯＦＣＯＭ（承認当時はＯＦＴＥＬ）に承認さ

れたＡＤＲ機関は、現在までに２つある。最初に承認されたのは、Ｏ

ＴＥＬＯ（Office of Telecommunications Ombudsman）である。 
ａ ＯＴＥＬＯについて 

電話、ファクシミリ、インターネット、ＳＭＳなどに関する事

業者／利用者間紛争１９を処理するために複数の事業者によって設

立された独立機関である。直接紛争を処理する者は、「オンブズマ

ン」と呼ばれる。 
ｂ 経緯 
○ 年間約１０万件の苦情・調査依頼を受けていたＯＦＴＥＬ（当

時）が、事業者自身による苦情処理を奨励した２０。 
○ これを受け、２００２年にOmbudsman Service Limitedが設
立され、２００３年１月にサービスを開始した。 
○ ２００３年９月、ＯＦＴＥＬに通信法上のＡＤＲ機関として承

認された。 

【図１０：英国における事業者／利用者間紛争処理体制】 
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ｃ 参加事業者 
ＢＴ、Ｏ２、ボーダフォンなど１００社以上の事業者が登録して

いる２１（固定通信市場の９５％以上、移動体通信市場の５０％以上、

ＩＳＰ市場の３０％以上のシェアに相当２２）。 
ｄ 苦情申請者 
個人又は従業員１０人以下の企業。 

ｅ 会計 
参加事業者による拠出金及び紛争処理代金で運営している２３。 

ｆ 実績 
２００４年１月まで増加傾向にあったが、それ以降も多数の苦情

を処理。２００４年３月には、２００件以上の申請があり、５０件

以上を処理した（グラフ１参照）。 
 
 

【グラフ１：ＯＴＥＬＯの苦情処理実績】 
 

 
出典：OTELO “Annual Report 2004” 

 
 

ｇ 組織 
ＯＴＥＬＯでは、事業者から独立したオンブズマンが紛争を処理

する２４。現在のオンブズマンは、内務省出身者で、事務局長（Chief 
Executive）も兼任している（図１１参照）。 

 
 



 36

【図１１：ＯＴＥＬＯの組織】 
 

 

 
ｈ 手続（図１２参照） 
○ 各事業者による苦情処理手続後、（それで解決しなければ）Ｏ

ＴＥＬＯが当事者と話し、当該苦情がこのシステムに該当するか

検討を行う。 
○ 該当する場合には、ＯＴＥＬＯが、苦情のキーポイントを書き

留め、利用者に送付する（該当しない場合には、別の処理方法を

提示する）。 
○ 利用者がチェックして返信する。その際、利用者は、ＯＴＥＬ

Ｏが手続を進める旨の同意及び事業者に連絡することを承認す

る。 
○ 利用者の承認を受け、ＯＴＥＬＯが事業者に申請を行うよう、

要求する。 
○ ＯＴＥＬＯが、オンブズマンの決定案を理由と共に送付する際、

決定に影響を与える事実誤認や新たな証拠の有無を確認する。 
○ それらがあれば当事者は提示し、なければ提示せずにオンブズ

マンの最終決定の写しが送付される。 
○ オンブズマンの最終決定に対して事業者は拒否できない２５。 
○ 最終決定から２ヶ月以内に利用者が受諾する場合には、事業者

はオンブズマンが求めた行為を実施し、利用者が受諾しない場合

には、別の解決方法を求めることが可能となる。 

 

 

 

実際に苦情処理

元内務省情報・ペイサービス

課長、ＵＫデータ保護官、 

情報委員等 

Councilに報告 

←兼任→ 

スタッフ１６名（2004年3月末現在） 
出典：OTELO ”Annual Report 2004” 

 

オンブズマンの指

名、独立性の維持

活動の総括、

予算の承認（事

業者の代表７

名） 
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各事業者の苦情処理手続後、ＯＴＥＬＯが当事者と話し、当該苦情がこのシステムに該当するか検討

紛争のキーポイントを書き留め、利用者に送付

利用者がチェックして返信する。その際、利用者は、OTELOが手続を進める旨
の同意及び事業者にコンタクトすることを承認

該当せず

別の方法を提示

該当する

利用者の承認を受け、ＯＴＥＬＯが事業者に申請を要求

オンブズマンの決定案を理由と共に送付する際、決定に影響する事実誤認や新たな証拠の有無

有

無

オンブズマンの最終決定の写しを送付（事業者は拒否できない）

事実や証拠の提示

決定から２ヶ月以内に利用者が受諾の場合 受諾しない場合

事業者は、オンブズマンが求めた行為を実施 利用者は、別の解決法を求めることが可能

出典：OTELO “Making a complaint to the Ombudsman”

 
 

② ＣＩＳＡＳ 
通信法に基づいてＯＦＣＯＭ（承認当時はＯＦＴＥＬ）に承認さ

れた２つ目のＡＤＲ機関としては、ＣＩＳＡＳ（Communications 
and Internet Services Adjudication Scheme）がある。 
ａ ＣＩＳＡＳについて 

ＯＴＥＬＯの拠出金及び紛争処理代金が高額であることなどか

ら、登録を希望しない移動体通信事業者やＩＳＰが中心となり、公

認仲裁者協会の協力を受けて設立された独立機関である２６。固定通

信、移動通信、ファクシミリ、インターネット、ＳＭＳなどに関す

る料金やサービスなどの苦情を処理する２７。 
ｂ 経緯 
○ ２００３年に、オレンジ、Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ、テレウェスト、

ｍｍＯ２及び公認仲裁者協会紛争処理サービス（ＣＩＡｒｂ）に

より検討が開始された（ＣＩＡｒｂがＯＦＴＥＬ（当時）の定め

た基準に適合するように紛争処理手続を作成している）。 

【図１２：ＯＴＥＬＯの苦情処理手続】 
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○ ｍｍＯ２が離脱したものの、ＩＳＰＡ（Internet Services 
Providers Association）が参加した。 
○ 同年１２月、通信法上のＡＤＲ機関として、ＯＦＴＥＬが承認

し、サービス開始した。 
ｃ 参加事業者 
キングストン、オレンジ、Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ、テレウェスト、Ａ

ＯＬなど約１００社２８（移動体通信市場の５０％程度のシェアに相

当）が登録した。 
ｄ 苦情申請者 
個人又は従業員１０人以下の企業。 

ｅ 会計 
参加事業者の加入料及び紛争処理代金により運営している２９。 

ｆ 実績 
２００３年１２月から２００４年６月までの実績は、次のとおり。 

 
 

【表４：ＣＩＳＡＳの苦情処理実績】 
 

 調査 処理 

件数 ８２１ １２７（８２１のうち） 
出典：CISAS “The First Report of the Communications & Internet Services Adjudication Scheme”  

 
 

ｇ 組織 
ＣＩＳＡＳでは、ＯＴＥＬＯと同様、事業者から独立した４人の

adjudicatorが紛争を処理する。Adjudicatorには、いずれも弁護士
及び公認仲裁人が就任している（図１３参照）。 
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Adjudicator（４名）

Mair Coombes Davies
首席Adjudicator、弁護士、
副首相府仲裁人

Jane Irvine
元商業財産鑑定人、
公認仲裁人及び専任
斡旋人

James Behrens
弁護士、公認仲裁人

David Griffiths
弁護士、公認仲裁人、
フットボールリーグ
コミッション

事務局

Gregory Hunt
マネージャー

administrator（専任２名、非常勤４名）

専任スタッフ
出典：CISASのwebサイト  

 
 

ｈ 手続（図１４参照） 
○ 各事業者による苦情処理手続後、事業者が利用者にＣＩＳＡＳ

によるスキームの案内及び申請書様式を送付する。 
○ 利用者は、申請書様式に記入の上、資料を付して３ヶ月以内に

ＣＩＳＡＳに送付する。 
○ ＣＩＳＡＳが、事業者に写しを送付し、１４日以内に回答する

ように要請する。 
○ ＣＩＳＡＳが、事業者からの回答を利用者に送付し、７日以内

に最終コメントを行うように要請する。 
○ 最終コメントを受領後、１４日以内に adjudicator が決定を行
い、文書で発表する。 
○ 決定後、６週間以内に利用者がＣＩＳＡＳに対して受諾か否か

を連絡する（事業者は拒否できない３０）。 
○ 利用者が受諾する場合には、事業者は、それを聞いてから２１

日以内に賠償金を支払う（利用者が受諾しない場合には、利用者

は、苦情を裁判に付すことができ、また、消費者アドバイザー等

に対してさらなる情報提供が可能である。）。 
 

【図１３：ＣＩＳＡＳの組織】 
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各事業者の苦情処理手続後、事業者が利用者に本スキームの案内及び申請書様式を送付

申請書様式に記入の上、資料を付して３ヶ月以内にＣＩＳＡＳに送付

ＣＩＳＡＳが事業者に写しを送付し、１４日以内に回答するよう要求

事業者からの回答を利用者に送付し、７日以内に最終コメントを行うよう要求

最終コメントを受領後、１４日以内にadjudicatorが決定を行い、文書で発表

決定後、６週間以内に利用者がＣＩＳＡＳに対して受諾か否かを連絡（事業者は拒否できない）

事業者は、利用者の受諾を聞いて
から２１日以内に賠償金を支払う

受諾の場合 受諾しない場合

利用者は、紛争を裁判に付すことが
でき、消費者アドバイザー等に対して
さらなる情報提供が可能
出典：CISASのwebサイト“Rules of the CISAS Scheme”  

 
（７）英国の競争環境の概要～ＯＦＣＯＭの「戦略的レビュー」（図１５参

照） 

① 以上述べてきた最近の英国における紛争処理制度の多様化は、ＯＦ

ＣＯＭの最近の政策によるところが大きいと思われる。ＯＦＣＯＭは、

設立された２００３年１２月から、「電気通信」、「公共サービス放送」

及び「周波数枠組み」の３つの「戦略的レビュー」を開始した。 
 
② このうち、「電気通信」については、国内通信の複占制度の廃止を

決定した１９９１年以来、１２年振りにこの分野の規制の在り方を抜

本的に見直すというものであった。 
 
③ ＯＦＣＯＭは、従来の規制では、ボトルネックに関する問題が克服

されておらず、他方、ＢＴに対する「規制の網」は、国家の長期的な

競争力を阻害する恐れがある点で、受け入れがたく望ましくないとし

た。 
そこで、競争を有効に機能させつつＢＴの投資インセンティブを失

わせないようにすることを目指している。すなわち、音声に特化した

規制は緩和し、次世代ネットワークの投資を阻害しない規制とする一

【図１４：ＣＩＳＡＳの苦情処理手続】 
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方で、ブロードバンドについては、規制を強化してインフラの最深部、

すなわちローカル・ループのアンバンドリング（ＬＬＵ）を徹底して

競争を促進することとしている。 
 
④ 音声に特化した規制の緩和による事業者／利用者間紛争の増加に

対しては、ＯＴＥＬＯやＣＩＳＡＳなどの民間ＡＤＲに委ねることと

し、他方、ＬＬＵを徹底するために、これに関する紛争については、

専門的な処理機関である Telecom Adjudicatorに委ね、効果的に解決
しようとしている。 

 
 

《ＯＦＣＯＭ》

「３つの戦略的レビュー」
（2003年12月～）

2005年以降の規制の枠組みを策定

◆ 公共サービス放送

◆ 電気通信

◆ 周波数枠組み

ＥＵ指令によ
る市場分析

周波数取引

ユニバーサル
サービス義務
のレビュー

従来の規制では、ボトルネックに
関する問題が克服されていない。

→他方、ＢＴに対する「規制の網」は、
国家の長期的な競争力を阻害する
恐れがある。

→現在の規制は、受け入れがたく、
望ましくない。

【その他】

※1 次世代ｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ
◆「BTの21CN計画」
（2004年6月、ｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ
のIP化)

・交換機、DSLAMの廃止
・ノードの位置変更
◆「21CNに関する接続
等に係る規制」方針
案（2004年11月）

・接続料については、
定額制、容量・伝送
量ベース課金の方向

◆「テレコムadjudicator」
・ ＬＬＵに関する紛争処理を行う

「電気通信の戦略的レビュー」
◆ 主な市場に関する提案
①ブロードバンド・・・ ＬＬＵベースの競争確保
②音声・・・・・・・・・・・音声に特化した規制の段階的緩和
③移動体・・・・・・・・・着信料規制の維持とＩＰベース携帯
④次世代ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸ・・・投資インセンティブを考慮した規制

⑤次世代ｺｱﾈｯﾄﾜｰｸ・・・ ・・・投資インセンティブを考慮した規制
(※1)

ブロードバンド
フレームワーク
※ＬＬＵの必要性

◆ 規制緩和に伴う紛争増大
・ ＯＦＣＯＭによる処理だけでなく、ＡＤＲを拡充。

（英国のＬＬＵ回線数）
12,000回線（2004年5月）
→31,000回線（2005年1月）

出典：総務省資料及びOFCOM報道資料  
 

【図１５：ＯＦＣＯＭの戦略的レビューと英国の紛争処理制度】 
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⑤ ＯＦＣＯＭがこのようにＬＬＵベースの競争に力を入れる背景に

は、英国が、この分野においてＥＵ諸国の中でも遅れていることが挙

げられる。英国の場合、既存事業者によるＡＤＳＬの提供については

シェアが低いが、他のＥＵ加盟国に比較して、再販やビットストリー

ムアクセスによる新規事業者のシェアが高くなっており、ＯＦＣＯＭ

が述べるＬＬＵによるインフラの最深部の競争が進展しているとは

言えない状況にある（グラフ２参照）。 
 
 

ＥＵ１５加盟国の技術及び事業者別に見たブロードバンド市場シェア

「既存事業者の市場シェアがＥＵ中最も低い英国では、主に再販で新規参入者が強力な足場
を作った。英国では、基盤設備の競争も激しい。しかし、ＬＬＵは、この市場セグメントでの活動
の増加を示すにも係わらず、まだ大きな影響力を持っていない。」
(欧州委員会「European Electronic Communications Regulation and Market 2004」（2004年12月6日）)

ＬＬＵによる
新規参入＝
が、ほと

んどない。  

【グラフ２：ＥＵ加盟国の技術及び事業者別のブロードバンドシェア】 
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３ 仏国の紛争処理制度 

（１）ＡＲＴ 

仏国でも、規制機関であるＡＲＴ（L’Autorité de Régulation des 
Télécommunications）が紛争処理機関となっている。具体的には、規制部
局である「法務部」で紛争処理を行っている（外部の専門家（弁護士）

の助力を得ることがある。）（図１６参照）。 
 
 

委員会

法務部で事業者相互
間の紛争処理を行う

出典：ＡＲＴのwebサイト

 
 
（２）事業者相互間紛争処理体制 

① 仏国においても、ＥＵの新指令を受けて、「２００４年郵便電子通

信法典」（以下、「郵便電子法典」という。）が成立した。これにより、

紛争処理体制にも変更が生じた。 
 
② 従来、相互接続又はネットワークアクセスに関する技術・料金の条

件に関する紛争などについては、ＡＲＴの裁定、その他の紛争につい

ては、ＡＲＴの調停によって処理していた。 
 

【図１６：ＡＲＴの組織】
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③ ところが、現在では、アクセス若しくは相互接続の拒否、商業的な

交渉の失敗、若しくはその結論についての不同意、相互接続取決めの

実施及び電子通信ネットワークへのアクセス実施に関する不同意が

ある場合、また、事業者間の設備の共同利用の可能性と条件、加入者

リストやローミング協約の締結、加入者リストの提供などに関する紛

争について、ＡＲＴの裁定によって処理するだけとなっている（図１

７参照）３１。 
 
④ すなわち、従来、ＡＲＴは、裁定及び調停という２種類の仕組みを

有していたが、現在では、調停は廃止され、裁定だけとなっている。 
 

相互接続又はネットワークアクセス
に関する技術・料金の条件（アンバ
ンドリングを含む）に関する紛争

ＡＲＴの裁定（３ヶ月以内）

《改正後》

● ２００４年郵便電子通信法典改正前後の紛争処理手続

相互接続若しくはネットワークアクセス又は、既存設
備の共同使用、加入者リストの提供等に関する紛争

ＡＲＴの裁定（原則４ヶ月以内）

《2004年郵便電子通信法改正前》

その他の紛争

ＡＲＴの調停

出典：郵便電子通信法典第36-8条Ⅰ、電気通信事業紛争処理委員会海外調査結果(2002年3月）及び
電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）  

 
 

（３）事業者相互間紛争処理手続 

ＡＲＴが紛争処理を行う場合の手続は、通常、次のとおりである（図

１８参照）。 
① ＡＲＴが、事業者からの申請を受ける。 
 
② ＡＲＴが、相手方当事者へ申請書及び添付資料を送付し、相手方当

事者が、答弁を提出する。 
 

【図１７：仏国の事業者相互間紛争処理体制】 
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③ ＡＲＴが、権限の及ぶ範囲かどうか及び受理の可能性について検討

を行う。 
 
④ ＡＲＴの権限が及び範囲であって、申請が受理できる場合には、当

事者が直接意見を表明する機会を付与される。 
 
⑤ 必要な場合には、協議（対審）、調査、鑑定などを行う。 
 
⑥ ＡＲＴが、裁定を行い、当事者に通知、公表する（郵便電子通信法

典では、ＥＵ新指令に従い、紛争処理は４ヶ月以内とされている。）。 
 
⑦ 事業者が、ＡＲＴの裁定に従わない場合には、制裁措置の発動が可

能となる。 
 
⑧ 事業者が、ＡＲＴの裁定に不服がある場合には、通知から１ヶ月以

内にＡＲＴに対して取消・変更を求めるか、又は、パリ控訴院に訴え

ることが可能となっている（これまで６５件の裁定中１８件がパリ控

訴院に提訴されたが、全てパリ控訴院に却下されている。）。 
 
⑨ 紛争事例に関する情報は、ＡＲＴのＷｅｂサイト３２か年次報告書

で入手可能となっている。 

● ＡＲＴの紛争処理手続

事業者からの申請

当事者が直接、意見を表明

協議（対審）、調査、鑑定など

ＡＲＴの裁定、当事者への通知、公表

取消・変更を求める（通知から１ヶ月以内）
又はパリ控訴院に訴えることが可能

必要な場合

不服がある場合

ＡＲＴによる制裁

事業者が従わない場合

ＡＲＴの権限の及ぶ範囲かどうか及び受理の可能性について検討

ＡＲＴの権限が及び、受理できる場合

出典：郵便電気通信法典第36-8条及び同条に基づいて下される決定事項に関連した手続規定第10条

相手方当事者への申請書及び添付資料の送付、相手方当事者の答弁提出

【図１８：ＡＲＴの裁定の手続】 
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（４）事業者相互間紛争処理実績 

１９９７年以降、ＡＲＴは、６５件の事業者相互間紛争に関する裁定

を行っている。これに対し、調停は０件であった。 

２９件
０件

（手続開始２件）
６５件

ＡＲＴによる

処理
（1997年～）

制裁手続発動件数調停による解決件数裁定による解決件数

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）

 
（５）事業者／利用者間紛争処理体制 

仏国では、ＡＲＴが事業者／利用者間紛争について、ＡＤＲその他の

形で関与することはない。ＡＲＴに苦情申告があった場合も、事業者に

苦情を伝達し、あとは事業者が対応するだけである。このほか、裁判所

に提訴したり、消費者団体に連絡をするという手段がある（図１９参照）。 

【表５：仏国の事業者相互間紛争処理実績】 
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事業者／利用者間紛争

ＡＲＴの仲介（事業者に苦情を伝達）

事業者の対応消費者団体に連絡・対応裁判所に提訴

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）

 
（６）仏国の競争状況と紛争処理制度 

① 仏国は、欧州委員会により、欧州の中では、「新規参入者が、ブロ

ードバンド市場全体でもっとも高いシェアの一角を獲得した良い例」

と評価されている（グラフ２参照）３３。 
 
② しかし、欧州委員会は、仏国について「既存事業者は、地域電話及

びローカルアクセスの市場において支配的地位を維持しており、他事

業者は、その攻撃的な戦略に関する規制機関の介入の欠如に懸念を抱

いている。加入者回線の卸売の導入を既存事業者に提案しても実現し

なかった。」とも評価している３４。 
 
③ このように、支配的事業者が依然として強い力を有し、「（紛争は、

支配的事業者対弱小事業者という構造が多く、）調停が機能しない状

況である」（ＡＲＴ発言）ことにより、郵便電子通信法典において、

調停は廃止されることとなった。 

【図１９：仏国の事業者／利用者間紛争処理体制】 
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４ 独国の紛争処理制度 

（１）ＲｅｇＴＰ 

独国でも、規制機関であるＲｅｇＴＰ（Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post）が紛争処理機関となっている。具体的
には、規制内容について決定する「裁定室」において紛争処理を行って

いる（図２０参照）。 
 
 

Ｚ局

総務

ＩＳ局

ＩＴ及び
ｾｷｭﾘﾃｨ

１局

電気通信
規制の

経済的側面

２局

電気通信
規制の
法的側面
免許、

周波数規制

３局

郵便規制

４局

電気通信の
技術的規制

５局

地方出先
機関

長官
規制内容について
決定するとともに、
事業者相互間の
紛争処理も行う部署

第１裁定室※

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ、
免許、周波数

第２裁定室

料金規制、
伝送、音声電話

第３裁定室

反競争的行為、
事後料金規制

第４裁定室

相互接続を含む
特別なﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｾｽ

第５裁定室

郵便

副長官２名

※各裁定室は、室長１名と副室長２名等で構成されるが、
第１裁定室の室長は、RegTP長官、副室長はRegTP副長官がなる。

官房

出典：RegTPのwebサイト

 

 

（２）事業者相互間紛争処理体制 

① 独国においても、ＥＵの新指令を受けて、「２００４年電気通信法」

（以下、「電気通信法」という。）が成立した。これにより、紛争処理

体制にも変更が生じた（図２１参照）。 
 
② 従来、規制機関であるＲｅｇＴＰの裁定だけであったが、これに加

えてＲｅｇＴＰの仲裁が制度化された。 
 

【図２０：ＲｅｇＴＰの組織】 
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③ 具体的には、従来から電気通信法の責務に関する紛争について裁定

で（ごく例外的な案件に限り、外部の有識者などから決定の準備や意

見具申を受けることが可能。）処理していたのに加え、紛争を仲裁す

るため「適切な場合」には、仲裁案を提示することができる３５こと

となっている。 

「適切な場合」とは、具体的には、当事者間において長期間にわた

る業務上の関係が存在する場合、又は特別の利害関係に加え共通かつ

重要な利害関係が存在する場合が該当する模様である。 

また、一方当事者が支配下に置かれている状態や経済的に搾取され

ている状態であるとＲｅｇＴＰが判断した場合には、仲裁は行われな

い。他方、多くの議論となる問題が含まれている紛争は、仲裁の対象

となりうる模様である３６。 

 

④ ただし、実際の仲裁手続に従事する者は、ＲｅｇＴＰ内部の裁定室

の職員ではなく、特別に訓練された外部の仲裁人が担当する。 

 

 

《制定後》

● ２００４年電気通信法制定前後の紛争処理体制

《2004年電気通信法制定前》

電気通信法の責務に関する紛争

RegTPの裁定室による裁定
（接続と料金については、10週間、
その他は規定なく、実状２ヶ月～
６ヶ月）

RegTPの裁定室による裁定
（接続と料金については、原則
10週間、その他は４ヶ月以内）

RegTP（裁定室以外）による
仲裁が可能

・当事者間において長期間にわたる業務上の
関係が存在する場合
・特別の利害関係に加え共通かつ重要な利害
が存在する場合など

電気通信法の責務に関する紛争

出典：2004年電気通信法第124条、電気通信事業紛争処理委員会海外調査結果(2002年3月）及び
電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）  

 

【図２１：独国の事業者相互間紛争処理体制】 
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（３）事業者相互間紛争処理手続 

ＲｅｇＴＰが紛争処理を行う場合の手続は、通常、次のとおりである

（図２２参照）。 
① ＲｅｇＴＰが、事業者からの申請を受ける（職権調査も可能。Ｒｅ

ｇＴＰには、電気通信法に基づく強制調査権があり、調査に必要な書

類を提出させることや、業務場所に立ち入っての業務監査を行うこと

が出来る。）。 

 

② ＲｅｇＴＰが、当事者（場合により利害関係者も）の意見聴取（原

則公開）を行う。 

 

③ 公開の口頭による交渉に基づいて（必須ではない）、ＲｅｇＴＰ（裁

定室）が裁定を行う（接続及び料金問題は申請後１０週間、その他は

４ヶ月以内）。 

 

④ 相互接続命令（裁定）に事業者が従わない場合には、ＲｅｇＴＰが

履行期限を定める命令を発出し、それでも事業者が従わない場合には、

１００万ユーロ以下の罰金となる。 

 

⑤ 相互接続命令（裁定）に対して不服がある事業者は、行政裁判所、

さらには上級行政裁判所に提訴を行うことができる。 

 

⑥ ＲｅｇＴＰは、裁定結果をインターネット３７及び官報に掲載する。 
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● RegTPの紛争処理手続（裁定の場合）

職権又は事業者からの申請

公開の口頭による交渉に基づいて（実施しない場合あり）、裁定室が裁定

行政裁判所さらに上級行政裁判所に提訴

不服がある場合
遵守期限を定める命令を発出

相互接続裁定（命令）に事業者が従わない場合

当事者（場合によっては利害関係者も）のヒアリング（原則公開）

100万ユーロ以下の罰金

それでも事業者が従わない場合

出典：2004年電気通信法第25条第8項及び第133条～第135条

 （４）独国の事業者相互間紛争処理実績 

１９９８年～２００４年におけるＲｅｇＴＰの事業者相互間紛争に関

する裁定は、次のとおりである。 

２４８件６０件

RegTPの
裁定室に

よる処理
（1998年～2004年）

第４裁定室
（相互接続）

第３裁定室
（反競争的行為、

事後料金規制）

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）

  

【図２２：独国の事業者相互間紛争処理手続】 

【表６：独国の事業者相互間紛争処理実績】 
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（５）事業者／利用者間紛争処理体制 

独国では、事業者／利用者間紛争については、ＲｅｇＴＰが電気通信

事業者に関する問題や一般的な情報を要求することによって利用者を

支援する。例えば、ＲｅｇＴＰ２局２１６課に電気通信に関する調停機

関（Dispute Resolution Panel）が設置されている（図２０及び図２３
参照）。 

事業者／利用者間紛争

RegTPの調停機関による調停

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）

 （６）独国の競争状況と紛争処理制度 

① ドイツでは、電話だけでなく、ブロードバンドサービスにおいても、

旧国営事業者であるドイツテレコムが市場支配力を有している（グラ

フ３参照）。 

 

② このため、（４）で述べたように、相互接続をめぐる紛争が多発し

ている。 

 

③ しかし、ドイツでは、伝統的に連邦政府の力がそれほど強くなく、

また、裁判所に対する事業者の信頼性が高いためか、ＲｅｇＴＰが行

う裁定も、一例を除き全て裁判所に提訴され、裁判で決着している。 

 

④ そこで、（２）で述べたようにドイツ政府は、強権的な裁定だけで

なく、当事者の合意を基礎とする解決に到達させることができるよう

に、紛争解決に向けた当事者への支援である仲裁制度を電気通信法に

おいて新設した。 

【図２３：独国の事業者／利用者間紛争処理体制】
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これにより、司法手続及びその費用を回避することができるように

なった。 

 

 

【グラフ３：ドイツにおける競争状況～ 

ＤＳＬ市場におけるドイツテレコムのシェア】 

 

 
出典：RegTP “Annual Report 2002及びAnnual Report 2003” 

ＤＳＬ回線数 
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５ スウェーデンの紛争処理制度 

（１）ＰＴＳ 

スウェーデンでも、規制機関であるＰＴＳ（Swedish National Post 
and Telecom Agency）が紛争処理機関となっている。具体的には、規制
部局である「法務局」において紛争処理を行っている（外部の有識者に

意見を聞くこともある）（図２４参照）。 
 
 

法務局で事業者相互間の
紛争処理を行う

長官及び
副長官

長官官房

管理局

人材局

情報局

法務局

ネットワーク
セキュリティ局

ＳＩＴＩＣ

郵務局

ＰＴＳ
Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ

周波数管理局 市場局

出典：PTSのwebサイト  
 
 
（２）事業者相互間紛争処理体制 

① スウェーデンにおいても、ＥＵの新指令を受けて、「２００３年電

子通信法」（以下「通信法」という。）が成立した。しかし、これによ

って紛争処理体制に特段の変更は生じていない。 
 
② スウェーデンでは、後述するように、１９９７年以降、規制機関で

あるＰＴＳの裁定及び斡旋による紛争処理が行われている。 
 

【図２４：ＰＴＳの組織】 
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③ 具体的には、通信法や規則、免許条件、決定による義務に関する紛

争が生じた場合には、事業者は、ＰＴＳの裁定に委ねることができる。

紛争の性質により適当な場合には、ＰＴＳは斡旋に委ねることもでき

る。 

但し、斡旋が４ヶ月以内にまとまらない、又は打切りになった場合

は、ＰＴＳは、当事者の要請により、裁定を行うことができる３８（図

２５参照）。 

 

 

通信法若しくは規則の適用又は通信法上の義務
に関する免許条件若しくは決定に関する紛争

ＰＴＳの裁定（４ヶ月以内）

ＰＴＳの斡旋

紛争の性質により、適当な場合

斡旋が４ヶ月以内に
まとまらない、又は
打ち切りになった場合で
当事者の要請がある場合

出典：2003年電子通信法第７章第10条及び第11条

 

 

（３）事業者相互間紛争処理手続 

ＰＴＳが紛争処理（裁定）を行う場合の手続は、通常、次のとおりで

ある（図２６参照）。 
① ＰＴＳが、当事者からの書面による申請を受ける。 

 

② ＰＴＳは、ＰＴＳが処理することのできる問題か否か（電子通信法

又は規則、決定から生じる問題か否か）の決定を行う。 

 

【図２５：スウェーデンの事業者相互間紛争処理体制】 
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③ ＰＴＳが、相手方当事者の書面による主張を調査する。 

 

④ ＰＴＳが、次の点を踏まえて検討を行う。 
ａ 当事者の利益のみならず公共の利益をも考慮する。 
ｂ 当事者の主張が電子通信法に整合的でなければ認めないことも

可能である（電子通信法の枠組み内での紛争処理）。 
ｃ 当事者の主張に拘束されないが、それに従って決定しようとする

ことも可能である。 
 

⑤ ＰＴＳが、裁定を行う。 
 
⑥ 裁定に事業者が従わなければ、ＰＴＳが罰金を科すことができる。 
 
⑦ ＰＴＳの裁定に不服がある事業者は、行政裁判所に提訴（その後、

控訴裁判所、最高裁判所へ上訴）することができる。 
 

当事者の申請（書面）

ＰＴＳが処理することのできる問題か否かの決定（電子通信法又は規則・決定から生じる問題か否か）

ＰＴＳが相手方当事者の主張を調査（書面）

ＰＴＳが検討
・当事者の利益のみならず公共の利益をも考慮
・当事者の主張が電子通信法に整合的でなければ認めないことも可能（電子通信法の枠組み内での紛争処理）
・当事者の主張に拘束されないが、それに従って決定しようとすることも可能

ＰＴＳが裁定

不服がある場合

行政裁判所に提訴（その後、控訴裁判所、最高裁判所もあり）罰金を科すことはできない

事業者が従わない場合

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）  
 
 

【図２６：スウェーデンの事業者相互間紛争処理手続】 
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（４）事業者相互間紛争処理実績 

２００３年７月以降におけるＰＴＳの事業者相互間紛争に関する裁定

は、次のとおりであるが、斡旋は、あまり利用されていない模様である。 

約７０件
PTSの裁定に

よる処理
（2003年7月～）

相互接続条件、接続料など

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）

 （５）事業者／利用者間紛争処理 

スウェーデンでは、事業者／利用者間紛争については、ＰＴＳが通信

法を遵守しているか否かという点について監督は行うが、処理を行うと

いうわけではない。他の分野と同様、独立行政庁（ Independent 
Government Agency）である The Swedish Consumer Agencyが訓練・
支援する地域消費者アドバイスセンターがアドバイスを行ったり、同じ

く独立行政庁である The National Board for Consumer Complaints（Ａ
ＲＮ）が勧告を行ったりすることにより、対応する（図２７参照）。 

【表７：スウェーデンの事業者相互間紛争処理実績】
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事業者／利用者間紛争

ＰＴＳが監督 The Swedish Consumer Agency又は
The National Board for Consumer Complaintsが
対応

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）並びにThe Swedish Consumer Agency
及びThe National Board for Consumer Complaintsのwebページ

事業者が電子通信法を
遵守しているかどうかの問題

その他

 
 
（６）スウェーデンの競争状況と紛争処理制度 

① スウェーデンでは、初めて電気通信法が制定された１９９３年に、

同法により相互接続が義務化され、規制機関としてその前年に設立さ

れたＮＴＡ（National Telecom Agency）も、権限を増加されてＮＰ
ＴＡ（National Post and Telecom Agency、現在のＰＴＳ）となった。 

 
② 同法により、ＮＰＴＡによる斡旋が制度化された３９が、斡旋はほ

とんど利用されず、競争促進にとっては不十分であることがすぐに明

らかとなった。 
 
③ そこで、１９９７年にＮＰＴＡによる裁定が制度化された。 
 
④ 裁定は、斡旋に比べて事業者に利用され、より多くの相互接続協定

が締結され、従来よりも競争が促進された４０（図２８及びグラフ４

参照）。 
 
⑤ しかし、裁定の約半数が行政裁判所に提訴されるなど、紛争の迅速

な解決という点から問題もある。 
 

【図２７：スウェーデンの事業者／利用者間紛争処理体制】 
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出典：総務省資料、PTS “Reflections-Ten years of experience with the Swedish Telecommunications Act”、
PTS “The Swedish Telecommunications Market2003”及び1993年電気通信法第58条～第60条、ECTA “Regulatory scorecard”

・斡旋の成果が不十分
・競争促進が不十分

ＮＰＴＡ（現ＰＴＳ）
による斡旋＋裁定
（１９９７年～）

ＮＰＴＡによる斡旋
（～１９９６年）

・初の電気通信法制定
・相互接続の義務化
・規制機関であるＮＰＴＡ（現ＰＴ
Ｓ）の設立

紛争処理制度なし
（～１９９３年）

（参考）スウェーデンにおける競争状況～テリアソネラのシェア（固定電話収入）

0
10
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
1 0 0

9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3

％

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 年

裁定導入

？

・裁定の約半数が行政
裁判所に提訴

  
（７）ストーカブ公社 

① スウェーデンは、ＥＵの他の加盟国と同様に、相互接続の推進及び

それに伴う紛争処理制度の整備を行っているが、それに加えてスウェ

ーデン独自の競争政策として、ストーカブ公社を設立している（図２

９参照）。 
 
② スウェーデンでは、電気通信市場への競争導入後も旧国営事業者で

あるテリア（現在のテリアソネラ）が独占的地位を有していたため、

スウェーデン政府は、新規事業者がテリアのインフラに依存せずにサ

ービス競争を行えるようにすることとした。 
 
③ そこで、ストックホルム市が出資するストーカブ公社を設立し、同

社がストックホルム市に光ファイバを敷設して、ダークファイバとし

て各事業者に平等に貸し、これを利用したブロードバンドサービスの

競争を促すという政策を実施した。 
 
④ これにより、光ファイバを利用したブロードバンドサービスの平等

な競争条件が整備された。 

【図２８及びグラフ４：スウェーデンの競争状況と紛争処理制度】 
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ストーカブ公社

テリアソネラ

（自前ファイバ及びＤＦ賃借）

新規通信事業者、ＣＡＴＶ事業者、ＩＳＰなど

出資

出資

利用者

ストックホルム市 ストックホルムStadshus社

ブロードバンド
利用者

ブロードバンド
サービス提供者

ダークファイバ
所有・提供者

ダークファイバ賃貸

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ提供
出典：ｽﾄｰｶﾌﾞ公社のwebサイト

【図２９：スウェーデンにおけるブロードバンド階層構造】 
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６ フィンランドの紛争処理制度 

（１）ＦＩＣＯＲＡ 

フィンランドでも、規制機関であるＦＩＣＯＲＡ（Finnish 
Communications Regulatory Authority）が紛争処理機関となっている。
具体的には、規制部局である「通信及びサービス局」で（必要に応じて

外部の専門家もスタッフに組み込んで）紛争処理を行っている（図３０

参照）。 

長官
開発及び援助

ＩＴ

通信

国際

開発

通信市場及び
サービス

通信ネットワーク及び
情報セキュリティ

無線周波数 テレビ料金

「通信及びサービス局」で事業者相互
間の紛争処理を行う

出典：FICORAのwebサイト

 
（２）事業者相互間紛争処理体制 

① フィンランドにおいても、ＥＵの新指令を受けて、「２００３年通

信市場法」（以下「通信市場法」という。）が成立した。これにより、

紛争処理体制にも変更が生じた（図３１参照）。 
 

② 従来、運輸通信省又は規制機関であるＦＩＣＯＲＡ（２００１年８

月まではＴＡＣ（Telecommunications Administration Centre））が、
第一義的に事業者との交渉を通じて紛争を処理しなければならない

こととされていたが４１、現在では、ＦＩＣＯＲＡが第一義的に斡旋

を通じて紛争を処理しなければならず、４ヶ月以内に解決しないか、

又は当事者が要請すればＦＩＣＯＲＡは裁定をしなければならない

ことが明記されている４２。 

【図３０：ＦＩＣＯＲＡの組織】 



 62

《制定後》

● ２００３年通信市場法制定前後の紛争処理手続

《2003年通信市場法制定前》

通信事業者間の紛争

運輸通信省又はＴＡＣ
が第一義的に当事者
との交渉を通じて紛争
を処理

第一義的にＦＩＣＯＲＡの斡旋
を通じて紛争を処理

ＦＩＣＯＲＡが斡旋の終了から

４ヶ月以内に裁定

・斡旋が４ヶ月以内に終了しない場合
・当事者が要請する場合

通信事業者間の紛争

出典：1997年通信市場法第10条及び第36条、2003年通信市場法第126条

運輸通信省が第
一義的に当事者
との交渉を通じ
て紛争を処理

相互接続の条件
に関する紛争

 

 

（３）事業者相互間紛争処理手続（裁定の場合。なお、斡旋の手続について

は、定められておらず、事件毎に異なる。）（図３２参照） 

① ＦＩＣＯＲＡが、職権又は事業者からの申請を受ける。 

 

② ＦＩＣＯＲＡが、当事者に対して説明を要求する（必要に応じて立

入検査を行う。）。 

 

③ ＦＩＣＯＲＡが、見解を提示する（この段階で当事者から意見を提

示することが可能）。 

 

④ ＦＩＣＯＲＡが、裁定を行う（申請から４ヶ月以内）。 

 

⑤ 裁定内容について履行義務違反がある場合には、ＦＩＣＯＲＡが履

行期限（通常は２ヶ月）を付与する。 

 

⑥ それにも関わらず当事者が従わない場合には、なお１ヶ月以内に履

行しなければ、ＦＩＣＯＲＡが罰金を科す。 

 

⑦ 裁定内容に不服がある当事者は、行政裁判所に異議を申し立てるこ

とができる。 

【図３１：フィンランドの事業者相互間紛争処理体制】 
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⑧ 裁定の結果に関してはホームページ状で入手が可能であるが、ＦＩ

ＣＯＲＡでの情報開示は情報公開法の適用を受けており、一部の企業

秘密を除いて、全て開示対象とする。 

 

 

● ＦＩＣＯＲＡの紛争処理手続（裁定の場合：斡旋については、非公式であって、手続も決まっておらず、事件毎に異なる）

職権又は事業者からの申請

当事者に対する説明要求

（立入検査）

ＦＩＣＯＲＡの裁定（４ヶ月以内）

改善のための時間を付与（通常２ヶ月）

必要に応じ

履行義務違反の場合

ＦＩＣＯＲＡの見解提示

（事業者からの意見提示が可能）

１ヶ月以上の期間内に履行しなければＦＩＣＯＲＡが罰金を科す

事業者が従わない場合

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年3月）

不服がある場合

行政裁判所に異議を申し立てることが可能

 

 

（４）事業者相互間紛争処理実績 

２００４年におけるＦＩＣＯＲＡの事業者相互間紛争に関する斡旋及

び裁定は、次のとおりであり、斡旋に比べて裁定が多く利用されている。 

【図３２：フィンランドの事業者相互間紛争処理手続】 
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３１件２件
ＦＩＣＯＲＡ
の処理
（2004年）

裁定による解決斡旋による解決

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年3月）

  （５）事業者／利用者間紛争処理体制 

フィンランドでは、通信市場法に関連する事業者／利用者間紛争につ

いては、ＦＩＣＯＲＡが処理を行う（図３３参照）。 

通信市場法に関連する事業者／利用者間紛争

ＦＩＣＯＲＡの処理

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年3月）

その他の事業者／利用者間紛争

競争当局、裁判所、消費者当局、地方消費者
アドバイス、消費者苦情委員会などの処理

   

【表８：フィンランドの事業者相互間紛争処理実績】

【図３３：フィンランドの事業者／利用者間紛争処理体制】 
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（６）フィンランドの競争状況と紛争処理制度 

① フィンランドでは、当初、技術的規制機関であったＴＡＣ及び運輸

通信省が、第一義的に斡旋によって紛争処理を行っていた（相互接続

条件に関する紛争については、別に規定があり、運輸通信省が裁定を

行うことができた４３。）。 
 
②  しかし、従来の斡旋だけでは紛争解決の実効性、引いては競争の

促進が十分でなく４４、また、ＥＵ新指令により拘束力のある決定に

よる紛争処理を行わなければならなくなったことから、より広い規

制権限を有する規制機関であるＦＩＣＯＲＡを設立した。これに伴

い、ＦＩＣＯＲＡに斡旋の権限を一元化するとともに、ＦＩＣＯＲ

Ａの裁定権限も通信市場法に明記された。 
 
③ この結果、（４）のとおり、裁定は、斡旋に比べて事業者に利用さ

れることとなった（図３４参照）。 
 
 

・斡旋に比較して裁定が
圧倒的に多い

？
ＦＩＣＯＲＡによる
斡旋＋裁定

（２００３年～）

・規制機関の権限を拡大し、
総合的な規制機関である
ＦＩＣＯＲＡを設立

運輸通信省及び
技術的規制機関のＴＡＣ
による斡旋（一部裁定）
（１９９７年～）

出典：1997年改正電気通信市場法第36条、通信市場法第126条及び電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年3月）

 

【図３４：フィンランドの競争状況と紛争処理制度】 
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７ 総括 

（１）上述のとおり、ＥＵ加盟国では、規制当局が紛争処理を行っている

が、その手法については各国の競争状態、行政と司法の関係等により

違いが見られる。 

 

（２）すなわち、英国では、紛争処理手法の選択肢を多様化しようとして

いるが、強権的な裁定と、当事者の互譲を引き出す斡旋等の紛争処理

手法の両方を併有しているその他の国では、新規事業者は、支配的事

業者との紛争に際して、規制当局に紛争処理を委ねる際、当事者間の

力の差に鑑みて、強権的な裁定を希望する傾向が見られる。 

 

（３）このため、仏国では調停が廃止されて裁定のみとなり、スウェーデ

ンやフィンランドでは斡旋に加えて裁定が新設された。 

 

（４）しかしながら、規制当局が強権的な裁定により紛争を処理すること

が、必ずしも迅速な紛争解決になっているわけではない。規制当局の

裁定結果がほとんど裁判所に提訴されてしまい、結局、長い時間がか

かってしまう独国では、紛争を長期化しないために、仲裁による解決

の手法が追加された。 

 

（５）このように欧州においては、電気通信事業紛争処理制度の改善に向

けた様々な動きが見られるが、これは、電気通信事業分野の紛争処理

の重要性が欧州全体で認識された上で、それが故に紛争処理をより効

率的かつ効果的なものとするための試行錯誤がなされているものと

見ることができる。 

 

（６）また、ＯＥＣＤでは、そもそも規制当局が紛争処理を行うことの問

題が議論され始めている４５。すなわち、 

① 紛争処理と規制とは、機能的に異なるものではないか。 

② 規制当局は、規制の補助的機能として紛争処理を行うのか、それ

とも特別裁判所として行うのか。 

などである。 

 このように紛争処理のような具体論に立ち入ると、政策と規制の分

離といった単純な二分論が応用しにくいことを示している。 

 

（７）いずれにせよ、当委員会としては、今後も欧州やＯＥＣＤにおける

議論を見守って行きたい。 
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三 米国 

１ 米国の紛争処理制度 

（１）米国における紛争処理制度の概観 

米国は、歴史的経緯から、連邦と州という二重の権力構造を特徴とし

ており、通信行政においても、ＦＣＣ（Federal Communications 
Commission：連邦通信委員会）が州際及び国際通信を所管しており４６、

各州のＰＳＣ／ＰＵＣ（Public Service Commission／Public Utilities 
Commission：公益事業委員会）が州内通信を所管している。その結果、
ＦＣＣが州際及び国際通信に関する紛争について処理を行い、ＰＳＣ／

ＰＵＣが州内通信に関する紛争について処理を行う（図３５参照）。 
なお、ここに言う「紛争」には、電気通信事業者相互間のものと事業

者／利用者間のものの両方が含まれている。 
 

規制

紛争処理
（事業者相互間、事業者／利用者間）

ＦＣＣ

（注）州内の問題については、州の公益事業委員会が規制も紛争処理も行っている。

 
 

【図３５：米国の紛争処理機関（州際・国際の紛争）】 
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（２）州内通信に関する事業者相互間紛争処理 

① 上記（１）で述べたとおり、州内通信に関する規制機関である各州

の公益事業委員会が、既存地域電話会社（ＩＬＥＣ：Incumbent Local 
Exchange Carriers）と競争的地域電話会社（ＣＬＥＣ：Competitive  
Local Exchange Carriers）との間の相互接続、サービス又はネット
ワークの構成要素に対する接続要請に関する紛争について、斡旋を行

う４７（図３６参照）。 

また、ＩＬＥＣが交渉の招請を受領した日の後１３５日目から１６

０日目までの期間内に、通信事業者又は斡旋交渉に関わるそのほかの

当事者は、州の公益事業委員会に仲裁を申し立てることができる４８。 

 
② 組織 
ａ ニュージャージー州公益事業委員会のケース 
○ 仲裁人１人。元裁判官等８～１０人のリストがある。 
○ 州委員会が仲裁人を補助。州委員会は、スタッフ２５０人。う

ち、１６人が通信関係（電気通信部）。技術者、会計士、料金分

析、経営等の専門家。法的事項については、官房の法務次長が非

公式に助言を行う。 
ｂ カリフォルニア州公益事業委員会のケース 
○ 州委員会が斡旋人及び仲裁人（行政法判事。契約ベースで斡旋

や仲裁の経験のある退職者を雇うケースもあり。）を補助。州委

員会は、約５０人だが、紛争処理に専属しているわけではない。

この他、法務関係のスタッフがいる。 
 
③ 手続（仲裁） 
ａ 仲裁申請は、協議開始の請求書を受理してから１３５日目から１

６０日目までの期間内に行うことができる４９。 
ｂ 仲裁申請者は、申請に際しては、①未解決の論点、②当該論点に

関する各当事者の主張、③その他当事者が協議して解決した論点に

ついても提出する５０。 
ｃ 仲裁申請者は、公益事業委員会に提出した申請書及び関連書類の

写しを、公益事業委員会がこれを受理する日までに相手方当事者に

提出しなければならない５１。 
ｄ 公益事業委員会委員長又は指定された者は、仲裁申請があれば直

ちに仲裁人を任命し、これを両当事者に通知する。 
○ 仲裁人は、例えば、ニュージャージー州では、外部から任命さ

れるが、委員が仲裁人になることができる州もある。カリフォル



 69

ニア州では、氏名された委員が仲裁人として行動できる。 
○ ニュージャージー州では、仲裁人の任命に際しては、日程確保

の可能性や利害関係人でないことの検証のために、通常２～３週

間かかっている。 
ｅ 相手方当事者は、州委員会が仲裁申請を受理してから２５日以内

に答弁書及び申請者の要望する追加情報を提出する５２。 
ｆ 当事者は、検証（Discovery）手続を採ることができる。これに
より、情報の開示を相手方に求め、期限内にこれを得ることができ

る。 
○ ニュージャージー州では、実際にこの手続が採られた例は、２

例のみ。 
ｇ カリフォルニア州では、答弁書の提出後７日以内に両当事者は、

共同報告書を作成、提出し、合意事項と紛争中である事項を明確に

区分する５３。 
ｈ 仲裁の審理を開始する。 
○ ニュージャージー州では、仲裁人は、５日以内に審理の日程を

決定する。仲裁人は、追懐的審理の日程を決めることができる。 
○ カリフォルニア州では、答弁書の提出後１０日以内に仲裁の審

理と意見等聴取を開始する５４。仲裁人が他に決定を行わない限り、

意見等聴取の開始から１０日以内に審理及び聴取を完了する５５。 
ｉ 仲裁の審理、意見等聴取の参加者は、両当事者のみに限定される。 
○ ニュージャージー州では、一般からの傍聴は、認められない。 
○ カリフォルニア州では、意見盗聴取には、一般からの傍聴が原

則として認められるが、秘密審理を望む当事者は、仲裁人に対し

て、理由を付した書面によりこれを申請することができる５６。 
ｊ 仲裁人は、仲裁案を作成し、各当事者は、これに対して意見を述

べることができる。 
○ ニュージャージー州では、仲裁人が仲裁案を作成した後、当事

者は、１０日以内に委員会に対して再審査を申し立てることがで

きる。 
○ カリフォルニア州では、意見等聴取の後、１５日以内に仲裁案

草案（Draft Arbitrator’s Report (DAR)）を提出する５７。各当事

者は、その１０日以内にＤＡＲに対する意見を提出することがで

きる。この意見は、仲裁人の許可なく２０ページを超えてはなら

ない５８。仲裁人は、その意見の提出から１５日以内に最終仲裁案

（Final Arbitrator’s Report）を提出する。提出に際しては、電
気通信部がレビューを行う５９。 
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ｋ 州委員会は、接続等の請求が行われた日から９ヶ月以内に未解決

論点の解決を行わなければならない６０。 
○ カリフォルニア州では、単純な事件は９ヶ月で集結しているが、

当事者は、協議中に頻繁に始期を変更するとのことであり、多く

の論点を含む複雑な事件では、１３～１４ヶ月かかっている。 
ｌ 接続やネットワーク要素の料金、伝送及び着信料、電気通信役務

の卸料金については、料金の決定基準が法律で定められている６１。 
ｍ 仲裁により採用されたいかなる接続協定も州委員会に提出し、そ

の認可を受けなければならない。 
ｎ 仲裁案に関しては、当事者で再検討して異なる案で合意すること

も可能。 
ｏ 仲裁案は、委員会決定（ruling）を得て強制力を有する。仲裁人
の役割は、仲裁案を作成したところで終了する。 
ｐ 不服のある当事者は、州委員会に再審査を申し立てたり、連邦地

方裁判所に訴えを提起したりすることができる。 
 
④ 情報収集及び開示 
ａ 公益事業委員会の調査権限 
○ 仲裁手続における調査について、仲裁人の行う資料等の提出依

頼には、強制力はない。但し、証拠を出さないと相手の主張が採

用されてしまうこともあり、実際には資料等の提出が拒否された

事例はない。 
○ 公益事業委員会より資料等の提出を求めることができる６２。裁

判所に申請して罰則のある召喚状を発出してもらうことも可能。 
ｂ 証拠物の情報公開 
○ 積極的に公開するものではなく、基本的に慎重に扱っている。 
○ 当事者は、公開が不適切と考える場合には、非公開の請求をし

なくてはいけない（不適切な損害が生じる恐れがある場合に、（仲

裁人でなく）委員会が非公開を決定する。カリフォルニア州では

そのための規程がある。）。 
○ 非公開情報は、守秘協定を締結した相手方当事者に開示される。 
ｃ 結論の情報公開 
○ 結論は、事業者名も含めて公表する。背景は、非公開。 
○ 委員会の結論は、どの事業者でも閲覧が可能（各事業者は、正

式な手続に時間をかけずに他の事業者に行われたことと同様の

扱いを受けることを申し出ることが可能６３）。 
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（３）州際／国際通信に関する事業者相互間紛争処理 

① 連邦通信法の適用を受ける州際通信・国際通信サービス６４を提供

する公衆通信事業者６５が同法に違反して或る行為を行った場合及び

行うべき行為を行わなかった場合、州際及び国際通信に関する規制機

関であるＦＣＣに対する公式の苦情申出を行うことができる６６。 
また、ラインシェアリング要素へのアクセス、ローカル・ループの

アンバンドリング、局間伝送路、管路・線路敷設権、ＣＬＥＣの接続

料、ＯＳＳ、ＵＮＥへの無差別なアクセスに関する紛争等については、

ＦＣＣの非公式な斡旋によって紛争処理を行うこともできる。 
なお、この非公式な斡旋が不調な場合には、ＦＣＣの公式の苦情申

出を行うことも可能である（図３６参照）。 
 
 

既存地域電話会社（ＩＬＥＣ）との相互接続及びｻｰﾋﾞｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸの
構成要素に対する接続要請に関する紛争

州の公益事業委員会の斡旋又は仲裁

ﾗｲﾝｼｪｱﾘﾝｸﾞ要素へのアクセス、
ﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ、
局間伝送路、管路・線路敷設権、
新規地域電話会社（ＣＬＥＣ）の
接続料、ＯＳＳやＵＮＥへの
無差別なｱｸｾｽに関する紛争等

ＦＣＣの斡旋（非公式）

事業者が通信法に違反した行為を行うか
又は行うべき行為を行わなかった場合

ＦＣＣの公式の苦情申出・命令

公益事業委員会が
措置を行わない場合

ＦＣＣの斡旋又は仲裁

不調の場合

場合によって

出典：連邦通信法第208条(a)、第252条(a)(2)、(b)(1)、(e)(5)及び電気通信事業紛争処理委員会海外調査結果(2002年3月）
並びにFCCのwebサイト

 
 

【図３６：米国の事業者相互間紛争処理体制】
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② 組織 
ａ ＦＣＣでは、連邦通信法やＦＣＣ規則の執行を担当する執行局

（Enforcement Bureau）において事業者相互間紛争の処理を行う
（図３７参照）。 
○ 執行局は、従来、業界毎に各局に分かれていた取締り部門を合

体させ、１９９９年に設置されたもの。これにより、より効果的

に優先順位を設定しながら作業を行うことが可能になった。 
○ 斡旋と公式の苦情申出とでは、アプローチが異なるため、部門

を分けている。但し、スタッフを完全に分けている訳ではない。 
○ 斡旋においては、外部の専門家などの証言を求めることはない

が、公式の苦情申出においては、専門的な証言を得るために、外

部の専門家の助力を得ることがある。 
 
 

【図３７：ＦＣＣの組織図】 
 

 
 
 
 

執行局 

通信法やＦＣＣの規則の執行とともに、 

事業者相互間紛争処理を行う部署 

消費者・ 
政府関係局 

消費者にサービスに関する情報提供を行うとともに、

事業者／利用者間紛争処理を行う部署 

出典：FCCのwebサイト 
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③ 手続 

ａ ＦＣＣの斡旋（非公式）（図３８参照） 
○ 事業者が、ＦＣＣスタッフに対し、基本的な事実関係及びどの

法律に違反しているかについて情報を書面又は電話（可能な限り

書面）により提供する。電話により情報提供があった場合には、

より多くの情報を求め、基本的な情報を盛り込んだ書面を作成す

ることを勧める（公式の苦情申出ほど整った形式のものでなくて

もよい）。 
○ ＦＣＣが、斡旋を求める書面の写しを相手方当事者に送付し、

問題の内容を説明する。 
○ 相手方当事者に、これに対する回答を書面で行わせる（通常１

０日程度）。 
○ 両当事者からの書面が得られた時点で、両当事者とＦＣＣスタ

ッフとの間の会合を設定する。（通常、斡旋を求める最初の連絡

から３～４週間以内。緊急の場合には、より早く行うこともあ

る。） 
 ・ 当事者には、弁護士だけでなくビジネス上の関係者も出頭さ

せるように指示する。 
 ・ 両当事者に対して、各々の主張を説明させる機会が付与され

る。 
 ・ 必要に応じてＦＣＣから質問を行う。 
 ・ ＦＣＣから、各々の主張の弱点などを予備的に説明し、両当

事者から提案や会合前に考えなかったような創造的な解決方

法を検討するよう奨励する。 
 ・ ＦＣＣからの提案を提示することもある。 
 ・ １回の会合や電話で解決しない場合には、必要に応じて会合

を重ねて解決を模索する。 
 ・ 斡旋手続は、公開されない。当事者から提出されたものも主

張も、公開されない（情報公開法により一般から公開を求める

こともできるが、そういうことがない限り秘密扱いになる。ま

た、ＦＣＣでは、斡旋が不調の場合にも、斡旋手続により得ら

れた情報を事後の公式手続においては用いない。） 
○ 斡旋が不調の場合には、公式の苦情申出などができる。 
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事業者からの情報提供（可能な限り書面）

FCCが相手方当事者に通知

相手方当事者が書面で回答（通常１０日程度）

両当事者とFCCとの会合を開催（最初の情報提供から通常３～４週間以内）
・会合はすべて非公式
・両当事者に弁明の機会を付与
・FCCから提案を提示することもあり
・必要に応じて会合を重ねる

（ⅰ）FCCの斡旋（非公式）

公式の苦情申出など

不調の場合

出典：電気通信事業紛争処理委員会海外調査結果(2002年3月）

 
 

ｂ ＦＣＣの公式の苦情申出（図３９参照） 
○ ＦＣＣが、申出書の内容を検証し、「公式苦情」として受理さ

れるための基準を充足しているか否かを決定する。申出書には、

次の記載が必要６７となる。 
・ 申出者の氏名 
・ 申出者の職業、住所、電話番号及び相手方当事者の職業、住

所、電話番号（分かる限り） 
・ 違反している法令の条項 
・ 違反を構成する事実 
・ 求める調査、法的分析等 
・ 損害賠償その他求める処分 等 
○ 「公式苦情」としての受理を決定すると、苦情書の写しを相手

方当事者に送付する６８。 
○ 相手方当事者は、答弁書を２０日以内に提出する６９。 
答弁書においては、事実関係及び法的な問題を詳細に説明する

７０。 

【図３８：米国の事業者相互間紛争処理手続その１】 
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○ 答弁書が提出されたら当事者と会合する。 
これが、追加的な斡旋の場となることもあり得る。 

○ 上記会合で解決されない場合には、当時者が論点を絞ったり、

情報開示の仕方について決定するなどして、共通の土台を作る。 
・ 事実関係及びそれに関わる法律についての合同の見解（joint 

statement）を発出し、不一致な点を明らかにする。 
・ 両当事者で宣誓や尋問により、どのような情報を入手するか

について相談する。 
・ 両当事者は、ＦＣＣの求めに応じて摘要書を提出する。 
○ 執行局では、１１ヶ月以内に決定草案（ドラフト）を決定する。 
○ 決定草案は、委員会に送られ、委員会において原案通り採択す

るか変更するかを決定する。この内容がＦＣＣとしての決定にな

る。 
新規のコモンキャリアから執行局への公式苦情申出は、多くの

場合、１年以内に解決している。 
○ 当事者が決定内容に不服であれば、ＦＣＣに再審査の申立を行

うことが可能７１。 
○ 当事者は、ＦＣＣ決定に対して連邦地方裁判所に訴えを提起す

ることもできる７２。 
○ 公式の苦情申し出の決定に違反する事業者には、各違反ごとに

最高１０万ドル、継続する違反には一個の作為又は不作為に対し

て最高１００万ドルの罰金を科すことができる。 
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（ⅱ）FCCの公式の苦情申出

事業者からの申出が、「公式苦情申出」の要件を充足しているかどうかの決定

苦情申出書の写しを相手方当事者に送付

決定

相手方当事者が答弁書を提出（２０日以内）

当事者とFCCとの会合を開催（追加的な斡旋の場になることあり）

当事者が論点や情報開示について整理し、共通の土台を作る

不調の場合

FCC執行局が決定草案を決定し（１１ヶ月以内）、FCCとしての決定を行う

FCCに再審査の申立を行うか、連邦地裁に
訴えを提起することが可能

不服の場合

出典：電気通信事業紛争処理委員会海外調査結果(2002年3月）

事業者が従わない場合

FCCは、罰金を科すことが可能

 

 

（４）ＦＣＣの情報収集及び開示 

① ＦＣＣは、コモンキャリアに対する調査権が法令上認められており

７３、情報をどうしても入手できないときは、召喚状を発出して求め

ることも可能。 
 
② 斡旋手続で事業者から提出される情報は、公表されない。但し、情

報公開法により一般から求めることは可能。 
 
③ 公式苦情申出の申請書や答弁書の情報は、一般に公表しない。しか

し、ＦＣＣのレファレンスルームで情報公開法によらずに入手するこ

とが可能。 
 
④ 事業者は、財務関係資料等について、情報を秘密扱いにすることを

求めることが可能。秘密とするか否かについては、基準に従って決定

する（一般による入手は、情報公開法で多くが可能と思われる。）。 
 

【図３９：米国の事業者相互間紛争処理手続その２】 
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⑤ ＦＣＣによる職権調査（FCC investigation） 
ａ 職権調査への対応が不適切な場合には、罰則の適用があり得る。 
ｂ 調査結果は、罰金や同意審決に繋がり得る。 
ｃ こうした手続があることで、ＦＣＣの姿勢を示し、キャリアもそ

れに従って事業を行うことになる。 
 
⑥ 職権調査の手続 
ａ 次の契機等により職権調査を開始する。 
○ 非公式（口頭・手紙）での情報提供を得る（当事者からのもの

である必要はない。）。 
○ 事業者からの申請報告等から問題となりそうなことを発見す

る。 
○ 調査結果から問題を発見する。 
ｂ 「調査の手紙」（Letters of Inquiry）を事業者宛に発出する。 
○ 当該事業者が調査対象であることを明確にする。 
○ 事業者は、質問に回答し、関連する文書を提出しなければなら

ない（この他に事業者は、非公式に情報を提供することも可能。）。 
ｃ 調査終了後、得られた情報の評価を行い、違法性の決定を行う。 
ｄ 違法性の決定をした場合には、執行局又はＦＣＣから「責任と思

われることの告示」（Notice of Apparent Liability (NAL)）を発出
する。 
○ ＮＡＬには、連邦通信法又はＦＣＣ規則の違反があると思われ
ること、罰金額として適当と思われる額などを記載する。 

○ ＮＡＬ以後の手続は、公になる。 
ｅ 事業者は、ＮＡＬに応じて罰金を支払うか、そうでなければ回答

を作成し、ＮＡＬで述べられている罰金の金額を誤っている（例：

事実関係の理解を謝っている。）等の反論を行うことができる（調

査対象の事業者のみが当事者になることができる。）。 
ｆ ＦＣＣは、ＮＡＬに対して回答があった場合には、その反論を評

価して、提案どおり又は別の決定を行い、命令を発出する。 
ｇ 事業者は、罰金の支払いを命じる命令があった場合には、その発

出から３０日以内にＦＣＣに対して罰金を支払わなければならな

い。 
ｉ 事業者は、ＦＣＣ決定の前又は後に同意審決を求めることもある。 
○ 同意審決の場合、事業者は、任意で財務省に罰金を納めて行動

を改めることを約束する。 
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○ これによる場合には、紛争又は裁判に時間をかける必要がない

という利点がある。 
○ ＢＯＣの大規模な同意審決では、１００万ドル以上のものの提

案もある。 
 

（５）事業者／利用者間紛争処理体制 

事業者／利用者間紛争処理体制についても、州及び連邦の所管に分か

れている（図４０参照）。 
① 紛争当事者の事業者が地域電話会社であるか、又は、紛争が州内に

留まる問題である場合には、各州の公益事業委員会が斡旋又は公式若

しくは非公式の苦情申出によって処理を行う。 
 
② 紛争当事者の事業者が長距離電話会社であるか、又は、紛争が州際

にまたがる問題である場合には、ＦＣＣが公式又は非公式の苦情申出

によって処理を行う。 
 
③ また、消費者にサービスに関する情報提供を行う消費者・政府関係

局において事業者／利用者間紛争の処理を行う。 
 
 

長距離電話会社又は州際の問題 地域電話会社又は州内の問題

FCCの公式又は非公式の苦情申出 州の公益事業委員会の公式若しくは非公式の
苦情申出又は斡旋

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）

 

【図４０：米国の事業者／利用者間紛争処理体制】
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（６）紛争処理実績 

ＦＣＣ及びカリフォルニア州公益事業委員会の紛争処理実績は、次の

とおりであり、特にＦＣＣは、事業者相互間紛争及び事業者／利用者間

紛争とも、多数処理している。 

約２５件／年
（公式の苦情申出）

５～７件／年
（斡旋）

３～４件／年
（州法に基づく仲裁）

約１万件／年
（斡旋）

４～５件／年
（通信法に基づく仲裁）

カリフォルニア州

公益事業委員会

による処理

約３５万件／年
（2004年に電話調査でＦＣＣ消費者
センタースタッフが解決した数）

約４０件／年
（非公式の斡旋）ＦＣＣによる

処理

事業者／

利用者間紛争

事業者

相互間紛争

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局調査結果(2005年2月）及びFCCのwebサイト

【表９：ＦＣＣ及びカリフォルニア州公益事業委員会の紛争処理実績】
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２ 米国の競争環境の概要～紛争の背景 

このように、米国では、斡旋・仲裁及び苦情申出を通じて多数の紛争が

処理されている一方、ＦＣＣの下す裁定に対しては、訴訟が提起され、争訟

を司法の場に移すことがある。 
そして、米国では司法が立法や行政と独立して判決を下すことから、Ｆ

ＣＣの裁定が覆されることも少なくなく、不安定性が否めない。 
他方、三権分立が政策革新のダイナミズムを胎動させているとも言える。

そこで、米国の通信政策を巡る最近の同行について言及する。このような多

数の紛争の背景となっている、最近の競争環境についても簡単に言及するこ

ととしたい。 
（１）１９９６年連邦通信法 

① 米国には、１９３４年連邦通信法があったが、１９９６年に、新た

に通信法が制定された。新法は、①地域通信市場の競争促進、②アク

セスチャージの制度改革、③ユニバーサルサービスの制度改革の３テ

ーマを中心に据えており、これらは、「競争三部作」（Competition 
Trilogy）と呼ばれている。 

 
② 米国の地域通信市場では、旧ＡＴ＆Ｔグループを構成していたベル

系地域電話会社（ＲＢＯＣ：Regional Bell Operating Companies）
が市場支配的な地位を占めており、ＲＢＯＣを含むＩＬＥＣが加入者

回線を設置・運営している。 
 
③ １９９６年連邦通信法は、ＩＬＥＣだけでなく、ＣＬＥＣを含む全

ての地域電話会社に対して相互接続義務を課す一方で、ＩＬＥＣに対

しては、アンバンドリングやコロケーションなどの附加的な義務を課

し、さらに、ＲＢＯＣに対しては、一定の競争条件の下でのみ長距離

通信市場への参入を認める附加的な義務を課すなど、市場支配力に応

じた非対称的な義務を規定したものとなっている。 
 
④ これに加えて、ＩＬＥＣのアクセスチャージを引き下げることによ

り、加入者回線を開放し、地域通信市場の競争促進を図った。他方、

特に不採算地域などにおける加入者回線の維持を図る必要性から、ユ

ニバーサルサービス基金の制度を改正し、適正なコスト分担も図った。 
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⑤ しかし、１９９６年当時と異なり、ネットワークのＩＰ化やブロー

ドバンド化を迎えた最近、１９９６年連邦通信法やこれに基づく諸規

制やＰＳＴＮの維持コストの負担の在り方に対する見直しの気運が

高まっている模様である。このような最近の動向について、以下で述

べることとする。 
 
 

地域通信市場の
競争促進

アクセスチャージの
制度改革

ユニバーサルサービスの
制度改革

○ 地域電話会社に対する相互接続義務

○ 既存地域電話会社（ＩＬＥＣ）に対するアンバンドル・
コロケーションなどの義務

○ ベル系地域電話会社に対するインセンティブ規制
（一定の競争条件の下で長距離通信市場への参入
を認める）

○ ＦＣＣが、「相互接続規則」を策定し、アンバンドル要素
やその費用算定方法（TELRICなど)を規定。

○ ユニバーサルサービスの適格事業者指定、補填の
ためのコスト算定・負担方法等に関する規則制定

1996年連邦通信法の
「競争三部作」
(Competition Trilogy)

出典：連邦通信法及び総務省資料

 
 
（２）ＵＮＥ規則の見直し 

連邦通信法第２５１条においては、ＩＬＥＣに対して、相互接続に関

する特別の義務が課されたが７４、ＦＣＣは、これに基づき、義務の具体

的な内容を規定した「相互接続規則」を制定した。この「相互接続規則」

中、アンバンドリング義務に関する規定である「ＵＮＥ（Unbundled 
Network Elements）規則」の内容について、これまで様々な議論が行われ
てきている。 

【図４１：１９９６年連邦通信法の概要】
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① ＵＮＥ規則の制定（１９９６年８月） 
地域通信市場の競争促進という観点から、ＩＬＥＣは、ＣＬＥＣの

要求があれば、次の７つの要素についてアンバンドリングした上でア

クセスを提供しなければならないこととされた７５。 
ａ ローカル・ループ 
ｂ 市内・中継交換機 
ｃ 局間伝送施設 
ｄ ネットワークインターフェース装置 
ｅ 信号発信及び呼関連データベース設備 
ｆ ＯＳＳ（Operation Support System）機能 
ｇ オペレーター及び番号案内補助設備 

 
「ＵＮＥ規則」を含む「相互接続規則」に対して、多くのＩＬＥＣ

や一部の州の公益事業委員会が提訴し、一旦、「相互接続規則」が破

棄される判決が出るなどしたが、最高裁判所は、「相互接続規則」に

係る一般的なＦＣＣの権限を認めた（１９９９年１月）。 
他方、判決においては、「ＵＮＥ規則」が連邦通信法第２５１条（ｄ）

（２）の基準（“necessary” and “impair”）７６に沿って規定されていな

いとして、差し戻されることとなった。 
 

② 「ＵＮＥ差戻命令」（１９９９年９月） 
上記判決を受け、ＦＣＣは、１９９９年４月に、「ＵＮＥ差戻命令」

（UNE Remand Order）案を公表の上、意見を求め、同年９月に同命
令を決定した。同命令では、ＵＮＥ各要素について、再定義をした上

で、次の点についてアンバンドル義務を課した。 
ａ ローカル・ループ 

高容量回線７７、Ｘ―ＤＳＬが可能な回線、ダークファイバ、屋

内配線及びサブ・ループ。 
ｂ ネットワークインターフェース装置（ＮＩＤ） 
ｃ 回線交換機（例外あり７８） 
ｄ パケット交換機（一定の条件の下７９） 
ｅ 局間伝送施設 
ｆ 信号網及び呼関連データベース 
ｇ ＯＳＳ８０ 
また、同決定において、ＦＣＣは、１９９６年連邦通信法上のア

ンバンドル義務の適用を受けるネットワーク要素のリストを３年ご

とに見直す旨を発表した。 
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③ 「ＵＮＥ規則の見直し－報告と命令」（２００３年８月公表） 

２００１年以降、「ＵＮＥ差戻命令」に基づくＵＮＥ規則の３年ご

との見直しの作業がＦＣＣにおいて進められ、２００３年８月、「Ｕ

ＮＥ規則の見直し－報告と命令」（Report and Order and Order on 
Remand and Further Notice of Proposed Rulemaking）として公表された。 
しかし、１９９９年のＵＮＥ差戻命令から２００３年のＵＮＥ規

則見直し（ＴＲＯ：Triennial Review Order）の間に、インターネ
ットやネットワークのブロードバンド化が急速に進展していた。 
ＦＣＣは、無線、衛星、及び電力線など、ＡＤＳＬ以外の技術を

用いたネットワークの潜在的可能性により、ブロードバンド市場が

ＩＬＥＣのネットワークに対するアンバンドリングによるＡＤＳＬ

に強く依存する懸念が緩和されると指摘した。特に、米国では、歴

史的経緯から、ＣＡＴＶのネットワークが広く普及しており、ブロ

ードバンド市場においては、ＩＬＥＣなどによるＡＤＳＬの加入数

よりもＣＡＴＶのケーブルモデムの加入数が圧倒的に多いという事

情もある（グラフ５参照）。このため、むしろ、これらの新技術やＦ

ＴＴＨへの投資・参入を促進し、異なる技術によるサービス間の競

争（注：「インターモダル競争」と呼ばれている。）を促進する必要

があると指摘した８１。 

特に、連邦通信法において、高度電気通信を全ての米国人が利用

できていない場合には、ＦＣＣは、インフラへの投資障壁を除去し、

電気通信市場における競争を促進することにより、高度電気通信の

提供を促進するための措置を即座にとらなければならないとされて

おり８２、ＦＣＣは、インターモダル競争促進（及びそれによる新技

術への投資促進）の観点から、アンバンドル義務の一部を緩和する

こととした８３。   
一方で地域通信市場における競争促進の必要性は変わらないため、

ドライカッパの提供などの義務は従来どおり維持することとした。 
その結果、アンバンドル義務については、市場を「マス市場」（一

般向け）及び「ビジネス市場」（企業向け）に分けた上で概ね次のよ

うに規定した。 
すなわち、マス市場のローカル・ループについては、ドライカッ

パの義務を課すが、ラインシェアリングの高周波部分の義務を撤廃

（３年間の移行期間あり）する。ＦＴＴＨ及びハイブリッドループ

（ＦＴＴＣなど）については、義務を撤廃するが、局間伝送路やマ

ス市場の交換機については、州の公益事業委員会による競争阻害性

の判断により決定する、などである８４。 
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④ 「ＵＮＥ最終規則」（２００５年２月公表） 
ＴＲＯに対しても、ＩＬＥＣ及びＣＬＥＣの双方から訴訟が提起

され、２００４年３月、ワシントンＤ．Ｃ．合衆国控訴裁は、ＵＮＥ

の対象事業者を限定し、マス市場におけるブロードバンド提供のため

の設備にかかるアンバンドル義務の廃止を支持する一方、マス市場の

交換機や局間伝送路について個別の競争阻害性の判断を州の公益事

業委員会に委任した点が連邦通信法に違反するとし、差し戻した。 
これに対してＦＣＣは、最高裁への上告を断念した。 
こうして２００４年１２月に決定され、２００５年２月に公表され

た「ＵＮＥ最終規則」（Order on Remand）では、ＣＡＴＶ事業者のシ
ェアが一層高くなっていること（グラフ５参照）及び光ファイバや次

世代技術への投資インセンティブを高める必要性などを背景として、

ＦＣＣとして設備ベース競争から生じる技術革新と投資を促すため

にＴＲＯから更なる手段を講じることとした８５。 
すなわち、アンバンドル義務については、より狙いを絞った形で活

用することにより、事業者が特定のネットワーク要素へのアクセスが

できない場合に真に競争が阻害される場合及びアンバンドリングす

ることによって設備ベースの競争が維持できないものにならない場

合にのみアンバンドル義務を課すこととした８６。 
また、競争事業者が、自ら設備投資に取り組み、自ら構築した設備

と結合してＵＮＥを用いるように、より狙いを定めた形でアンバンド

ル義務を課すこととし、それにより、全ての消費者、とりわけ中小企

業の顧客にとって設備ベースの競争の恩恵が広がるようにした８７。 
さらに、事業者が自らネットワークを構築し、地域通信市場におい

ても、長距離通信市場や無線通信市場のような活発な競争となるよう

にアンバンドル義務を緩和することを図ることとした８８。 
具体的には、主に次のとおりである８９。 
ａ 局間伝送設備 
・ ＤＳ１（1.5Mbps）、ＤＳ３（45Mbps）及びダークファイバ  

局舎ごとにＦＣＣが競争阻害性の有無により判断を行う。 
ｂ 高容量回線（ビジネス市場） 
・ ＤＳ１及びＤＳ３ 
局舎ごとにＦＣＣが競争阻害性の有無により判断を行う。 

・ ダークファイバ 

競争阻害性がなく、アンバンドル義務なし。 

ｃ 市内交換機（マス市場） 

競争阻害性がなく、アンバンドル義務なし。 
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「ＵＮＥ最終規則」によるＵＮＥの現状
（2004年12月決定、2005年2月公表）

◆ マス市場のローカルループについては、
ドライカッパの義務を維持、ラインシェア
リングの高周波数部分の義務を３年間維
持、FTTH及びハイブリッド（FTTC)の義
務を原則撤廃、ビジネス市場の高容量設
備については、一部義務撤廃。
◆ ビジネス市場の高容量ループについ
ては、ダークファイバーの義務撤廃、
DS1及びDS3の義務維持など。
◆ 市内交換機の義務撤廃。 など

● ＵＮＥ(Unbundled Network Elements)規則（※）見直しの経緯

最高裁で差戻し、「ＵＮＥ差戻決定」
（1999年1月）

◆ ＩＬＥＣは、以下について、原則として
(ＵＮＥの再定義を行った上で)アンバン
ドル義務を負う。

・ 交換機
・ ローカル・ループ

・ 局間伝送設備 など
（1999年９月、ＦＣＣは、３年毎にＵＮＥを
見直すオーダーを発出）

「ＵＮＥ規則見直し－報告と命令」
（2003年8月公表）

◆ マス市場及びビジネス市場に区分して
規制。
◆ マス市場のローカル・ループについて
は、ドライカッパの義務を維持、ライン
シェアリングの高周波数部分の義務の
撤廃（３年間の移行期間）、FTTH及び
ハイブリッドループ（ＦＴＴＣ）の義務を
原則撤廃。
◆ 市内交換機については、競争阻害性
の有無により判断。 など

「ＵＮＥ規則」
（1996年8月）

◆ ＩＬＥＣは、以下について、原則として
アンバンドル義務を負う。
・ 交換機
・ ローカル・ループ
・ 局間伝送設備 など

（※）「相互接続規則」中、1996年連邦通信法によるＩＬＥＣに対するアンバンドル義務の具体的内容に関してＦＣＣが定めたもの。

・電話の時代
→ベル系をはじめ

ILECが、市場
支配力を持つ。

・ブロードバンド
時代
→ILECよりも
CATV事業者が
高いシェアを持つ。
・ITバブルの崩壊。

・ブロードバンド
進展の時代
→CATV事業者
のシェアが一層
高くなる。
・光ファイバや次世
代技術への投資
インセンティブを
高める必要性

出典：ＦＣＣ報道発表、連邦通信法及び総務省資料

 

ケーブル

ＡＤＳＬ

その他

２００１年６月 ２００３年１２月

５６．０％

１６．８％

２７．２％

７５．３％

１４．９％

９．８％

５９４万加入 ２，０３４万加入

出典：FCC“Availability of Advanced Telecommunications Capability in the United States FCC 04-208, GN Docket 
No. 04-54 Fourth Report to Congress September 9, 2004”(2004年９月）

（※）上り下りともに200kbps以上のサービス。

【図４２：ＵＮＥ規則の見直し】

【グラフ５：米国ブロードバンドのサービス別シェア】 
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（３）事業者再統合の動向 

１９８４年のＡＴ＆Ｔの分離・分割により、地域電話会社であるＲＢ

ＯＣ（注：持株会社（ＲＨＣ：Regional Holding Companies）の下にそ
れぞれ複数のＲＢＯＣがある）７社と長距離・国際通信会社であるＡＴ

＆Ｔが誕生した。 
ところが、その後の１９９６年通信法による地域通信市場の競争促進

の可能性やＩＴバブルの崩壊等の影響を受けて、ＲＢＯＣが他のＲＢＯ

Ｃや独立系事業者を合併・買収した。 
したがって、現在ではＲＢＯＣは４社となっている。つまり、競争の

中で企業体力を強化させたＲＢＯＣは、資本及び人事を断った他のＲＢ

ＯＣとの間で相互に鎬を削る熾烈な競争を繰り広げようとしている（図

４３参照）。すなわち、 
① ＳＢＣによるパシフィック・テレシスの買収（１９９７年４月） 
→現在のＳＢＣ 
② ベル・アトランティックによるナイネックスの買収（１９９７年８

月）及び独立系ＧＴＥの買収（２０００年６月） 
→現在のベライゾン 
③ 独立系クエストによるＵＳウエストの買収（２０００年６月） 
→現在のクエスト 
④ ベル・サウス 
また、２００５年１月には、ＡＴ＆ＴがＳＢＣに買収され、さらに、

２００５年４月には、ＡＴ＆Ｔの競争事業者であったＭＣＩも、ベライ

ゾン、クエストそれぞれからの買収提案があり、現時点では、ベライゾ

ンによる買収が有力である。 
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クエスト

MCI

GTE

2000年6月買収

1997年4月合併

旧AT&Tグループ地域電話会社

AT&T（長距離・国際）

USウエスト

パシフィック・
テレシス

ベル・サウス

ナイネックス

アメリテック

ベル・
ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸ

SBC

1999年10月買収 1997年8月買収

2000年6月買収

2005年3月買収
合意※

2005年1月買収合意

クエスト ＳＢＣ ベライゾン ベル・サウス

《独立系
事業者》

《独立系
事業者》

※MCIは、クエストから約８９億ドルと言われる買収オファーを受けながら、これを拒否し、
ベライゾンからの約７６億ドルのオファーを受諾する旨発表。

出典：総務省資料、ＭＣＩのwebページ、Wall Street Journalなど

 
 
（４）ＶｏＩＰ規制 

連邦通信法では、公衆通信事業者（コモンキャリア）又は通信事業者

（キャリア）の提供する「電気通信サービス」と「情報サービス」９０及

び「ＣＡＴＶサービス」を区別し、前者には、コモンキャリアとしての

規制を課している。 
しかし、ＶｏＩＰ（Voice over Internet Protocol）については、どの

ようなサービスに区分されるのか、明確に決まっておらず、規制を課さ

れていない状況である。他方、ＶｏＩＰを提供する事業者とその加入者

が急増しており、ＶｏＩＰがアクセスチャージやユニバーサルサービス

基金について負担すべきか、また、ＶｏＩＰの管轄権は、ＦＣＣにある

のか各州の公益事業委員会にあるのか、ＣＡＴＶ事業者がケーブルモデ

ムを用いて提供するＶｏＩＰのサービス区分などが問題となっている。 
① ＶｏＩＰ事業者からの申立て（petition） 
ＶｏＩＰ事業者は、自身に対する規制の在り方についてＦＣＣの解

釈を求める申立てを行い、ＦＣＣは、次のように決定した。 
ａ ＡＴ＆Ｔ（電話－電話で中継回線がＩＰ網のケース） 
「電気通信サービス」であり、地域電話会社に対するアクセスチ

ャージを支払う必要がある（２００４年４月）。 
ｂ Ｐｕｌｖｅｒｃｏｍ（ＰＣ－ＰＣでネットワーク全体がＩＰ網の

ケース） 
「電気通信サービス」ではない（２００４年２月）。 

【図４３：事業者再統合の動向】
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ｃ Ｖｏｎａｇｅ（電話－電話で公衆網とＶｏＩＰの両方が利用可能

なケース） 
ミネソタ州公益事業委員会は、「電気通信サービス」としたもの

の、同州地裁判決では、「情報サービス」とされた。ＦＣＣは、本

件はミネソタ州公益事業委員会の権限になく、「電気通信サービス」

か「情報サービス」かについては、「インターネット利用サービス

に関する規制適用の在り方について」（②参照）において検討すべ

きこととした（２００４年１１月）。 
 

② 「ＩＰ利用サービスに関する規制適用の在り方についての意見招請

（ＮＰＲＭ）」（２００４年２月決定、３月公表） 
ＦＣＣは、インターネット利用サービスに関する広範な論点を示し

て意見を求めた。主な論点は、次のとおりである。 
ａ ＩＰ利用サービスが「電気通信サービス」又は「情報サービス」

のどちらに分類されるべきか。 
ｂ 「電気通信サービス」として分類された場合にも、一定の要件を

充たす場合には、規制の差控えを行うべきか。 
ｃ ＩＰ利用サービスに関する管轄権は、ＦＣＣにあるのか。 
ｄ ＩＰ利用サービスが「電気通信サービス」に分類された場合及び

「情報サービス」に分類された場合のアクセスチャージの在り方。 
ｅ ＩＰ利用サービスが「情報サービス」に分類された場合、ユニバ

ーサルサービス基金の負担を求めることは可能か。「電気通信サー

ビス」に分類された場合のユニバーサルサービス基金の負担の割合

は、どれくらいか。 
ｆ ケーブルモデムによるＩＰ利用サービスにコモンキャリアとし

ての規制を課すべきか。 
 
なお、ＮＰＲＭ後、包括的な命令を発出するまでに２年を要する可

能性も否定していないが、それまでに主要な申立て等、重要な事項に

ついて個別に命令を発出するであろうとしている。 
 

③ ケーブルモデムサービスの分類に関する上告（２００４年８月） 
ケーブルモデムサービスの分類（及びこれに対して適用される規

制）については、いわゆる「ポートランド判決」により、「電気通信

サービス」及び「情報サービス」の両方から構成されるとされた（２

０００年９月）。これに対して、ＦＣＣは、同サービスが「州際情報

サービス」である旨の暫定結論を出した（２００２年３月）が、いわ
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ゆる「ブランドＸ判決」により、ＦＣＣの暫定結論がポートランド判

決に合致せず、ＦＣＣにおいて改めて検討を行うために差し戻すこと

とされた（２００３年１０月）。このため、ＦＣＣは、最高裁へ上告

し（２００４年８月）、最近になって審理が開始された模様である。 
 

④ 法案 
このほか、ＶｏＩＰを、既存の「電気通信サービス」や「情報サー

ビス」とは別の新たな範疇に分類し、固有の規制を課すべきであると

する法案が、スターンズ下院議員（共和党）及びバウチャー下院議員

（民主党）から提出されるなど、連邦議会においても、ＶｏＩＰの規

制をめぐる立法の動きがある。 
 

１ 背景

《ＦＣＣ》
「インターネット利用サービスに関する規制適用の在
り方について意見招請（ＮＰＲＭ）」 （2004年3月）

◆ インターネット利用サービスは、「電気通信サービス」か「情
報サービス」か
◆ ＩＰ電話のアクセスチャージの在り方
◆ ＩＰ電話事業者のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ基金の負担の在り方
◆ ＦＣＣの管轄権の有無（ＩＰ電話は州内通信か州際通信か）
◆ ケーブルモデムを介するインターネット利用サービスに、通
信法上のどの規制を適用するか など

=>今後、本件に関する決定が行われる予定。

「ケーブルモデムサービスに関する上告」（2004年8月）
◆ ケーブルモデムサービスは、「電気通信サービス」及び「情
報サービス」の両方から構成されるとの判決（2003年10月、
2004年9月）に対し、「情報サービス」である旨主張、上告。

「Vonage社のＩＰ電話※２に関する決定」（2004年11月）
◆ 規制権限の管轄が州（公益事業委員会）でなく、連邦（ＦＣ
Ｃ）にある（ミネソタ州地裁判決と結論同旨）。
=>複数の州から提訴の可能性あり。

《議会》
「スターンズ（共和党）及びバウチャー（民主党）下院議
員提出法案」など
◆ ＩＰ電話を新たな範疇に分類し、固有の規制を課す。

《従来の規制》

◆ ＩＰ電話を、「州際情報サービス」として
規制を控える（事業者からの主張）

「電気通信
サービス」

料金、相互接続、
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ
などを規制

「情報サービス」※１
「CATVサービス」
非規制又は
ＣＡＴＶとしての
固有の規制など

※１：情報サービス：「電気通信を介して情報を生成し、取得し、蓄積し、
変換し、処理し、検索し、利用し又はその利用を可能とする能力の
提供を意味し、かつ、電子出版を含む。」（米国1996年通信法第3条
第20項抜粋）

※２：Vonage社のＩＰ電話サービス：従来型の端末を用いてＰＳＴＮと
ＩＰ電話を選択利用できる（サービス名は、”Digital Voice”）。

２ 現状

区別

・ ＩＰ電話を提供する事業者の増加
・ それに伴う、規制当局の解釈を求
める事業者からの申立ての提起
（Vonage社、ＡＴ＆Ｔ社など）

出典：総務省資料

 

【図４４：ＶｏＩＰ規制】 



 90

四 アジア諸国 

１ 韓国の紛争処理制度 

（１）韓国における紛争処理制度の概観 

韓国では、情報通信部（ＭＩＣ：Ministry of Information 
Communication）の附属機関である韓国通信委員会（ＫＣＣ：Korean 
Communication Commission）が紛争処理機関となっており、ＥＵ諸国及
び米国とは異なる制度となっている（図４５参照。なお、ＫＣＣは、Ｍ

ＩＣから一部の規制権限を移譲されている（図４６参照））。 
具体的には、委員長以下７名の委員が紛争処理を担当し、事務局とし

て「裁定課」がある（図４７参照）。 
 

ＭＩＣ
（情報通信部＝省）

ＫＣＣ

紛争処理
（事業者相互間、事業者／利用者間）

規制

 

【図４５：韓国の紛争処理制度】 
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３ 調査・行政処分

① 禁止行為確認のための調査
② 審議・裁定案件処理のための調査

③ 禁止行為への是正措置及び課徴金賦課
④ 相互接続協定の認可
⑤ 会計報告の受領、検証

１ 紛争処理
（裁定、斡旋※）

① 事業者が利用者に与えた損害の賠償

② 電気通信設備の提供、接続、コロケーション、

情報提供（接続等）に関する協定の締結

③ 接続等に関する協定の履行、損害賠償

２ 審議・答申
（最終決定は、ＭＩＣ長官が行う）

※ ＫＣＣが裁定を行うのに
適切でないと判断した場合、
斡旋とすることができる。

ＫＣＣは、①紛争処理、②審議・答申、③調査・行政処分の３つの機能を有する。

出典：電気通信基本法、電気通信事業法、
「通信委員会足跡」

【政策＋規制】
о政策及び規制の枠組みの策定（免許付与等）
о電気通信網や番号等の管理
о無線周波数の割当てと監理
о情報通信分野の国際交渉
о情報通信産業の振興政策の策定

答申

諮問

権限の一部移管

韓国通信委員会（ＫＣＣ）

情報通信部（ＭＩＣ）（長官）

① 接続等に関する協定認可の審議
② 事業者の会計整理の基準
③ 禁止行為の類型及び基準
④ 番号ポータビリティ計画、事業者事前選択
制などに関する基準策定の審議
⑤ 電気通信番号計画の立案及び変更

 
 

事務局

総括課 審議課 裁定課 調査1課 調査2課 調査3課

ルールの見直しなど 裁定、斡旋など 不公正競争の
調査など

消費者問題の
調査など

消費者問題の
調査など

【委員長】 【常任委員】 【委員】 【委員】 【委員】 【委員】 【委員】

ﾊﾟｸ･ｽﾝｷｭﾞ氏
50歳

(元MIC電算監理所長)

ｷﾑ･ｲｽｰ氏
51歳

ソウル高等法院
部長判事

ﾊﾟｸ･ｲﾝﾘェ氏
50歳

韓国消費者団体
協議会事務総長

ｵｰ･ｻﾝﾎﾞﾝ氏
53歳

産業研究院長
(元通産副長官諮問官)

ﾁｮﾝ･ｶﾌﾟﾖﾝｸﾞ氏
53歳

延世大教務処長
(元延世大情報大学院長)

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局資料(2004年9月）

ﾁｮﾝ･ﾃｳォﾝ氏
56歳
忠南大

電気工学教授

ｲ･ﾕﾝｳﾝ氏
61歳
弁護士

(元ソウル高等法院長)

 
 
 

【図４６：ＫＣＣの概要】 

【図４７：ＫＣＣの組織】 
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（２）事業者相互間紛争処理体制 

韓国の事業者相互間紛争処理体制では、電気通信設備の提供、電気通

信施設の共同利用、相互接続、情報の提供等に関する協定の締結及びそ

れらに関する協定の履行・損害賠償等に関し協議が行われないか、又は

行うことができない場合に、ＫＣＣの裁定により処理を行うことができ

る９１。但し、裁定を行うのに適せず、又はその他必要と認めるときには、

ＫＣＣの斡旋により紛争処理を行うことができる（図４８参照）。 
 
 

● 電気通信基本法による紛争処理手続

電気通信設備の提供、相互接続・共同使用、情報の提供等に係る協定の締結及び
当該協定の履行・損害賠償等に関し協議が行われないか、又は行うことができない場合

ＫＣＣの裁定 ＫＣＣの斡旋

裁定を行うのに適せず又は、
その他必要と認めるとき

出典：電気通信基本法第40条の2及び第40条の3

 
 
（３）事業者相互間紛争処理手続 

ＫＣＣが紛争処理を行う場合（裁定）の手続は、通常、次のとおりで

ある（図４９参照）。 
① ＫＣＣが、事業者からの申請を受ける 
 
② ＫＣＣが、相手方当事者へ通知し、意見を陳述する機会を付与する。 
 

【図４８：韓国の事業者相互間紛争処理体制】 
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③ ＫＣＣは、必要な場合には、当事者又は参考人に対する出席を要求

し、意見を聴取する、鑑定人に対して鑑定を要求する、紛争事件と関

係のある文書又は物件の提出を要求し、提出された文書や物件を領置

する、又はＫＣＣ所属の公務員が、当事者の事業所その他紛争事件と

関連のある場所に立ち入り、関係文書又は物件を調査、閲覧又は複写

させることができる。 
 
④ ＫＣＣは、申請から６０日以内に裁定を行い、裁定文書を当事者へ

送達する。 
 
⑤ 当事者がＫＣＣの裁定により支払い又は受領する金額について不

服がある場合には、送達から６０日以内に民事訴訟を提起することが

できる。 
 
⑥ 送達から６０日以内に訴訟が提起されず、又は訴訟が取り下げられ

た場合には、当事者間に裁定内容と同一の合意が成立したものと見な

される。 
 
 

● ＫＣＣの紛争処理手続（裁定の場合）

事業者からの申請

相手方当事者への通知、意見陳述機会の付与

必要な場合

調査及び意見聴取
・当事者又は参考人に対する出席の要求及び意見聴取
・鑑定人に対する鑑定の要求
・紛争事件と関係のある文書又は物件の提出要求及び提出された文書や物件の領置
・ＫＣＣ所属公務員が、当事者の事業所その他紛争事件と関連のある場所に立ち入り、関係文書又は物件
を調査・閲覧又は複写

ＫＣＣの裁定（６０日以内）、裁定文書の当事者への送達

出典：電気通信基本法第40条の2

当事者間に裁定内容と同一の合意が
成立したものと見なされる

送達から６０日以内に訴訟が
提起されず、又は訴訟が取り
下げられた場合

当事者が支払又は受領する
金額に関する不服がある場合

送達から６０日以内に民事訴訟を提起
することができる

【図４９：韓国の事業者間紛争処理手続】 
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 （４）事業者／利用者間紛争処理体制 

韓国では、事業者／利用者間紛争の大部分が、ＫＣＣ内の「民願申告

センター」９２において処理される（図５０参照）。これで対応できない

ような特異な案件や大型の案件の場合には、ＫＣＣが裁定により処理す

ることができる（図５１参照）。 
 
 

【図５０：民願申告センターの手続】 

 

出典：ＫＣＣの Web ページ 

申告者 通信民願申告センター 通信事業者 

民願提起 民願受理 

民願分類 

即時処理 

（一般相談）

事業者へ通報

 
民願内容の確認 

処理結果の通報 処理結果の確認 

処理結果の適正可否判断 

補完要請 

結果通報 

適合通報

ＫＣＣが適格通報時に
申告者に結果通報 
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事業者が役務提供に際して利用者に損害を与えた場合等の損害賠償
について協議が行われないか、又は行うことができない場合

ＫＣＣ内の「民願申告センター」で処理

それで対応できないような特異又は
大型の案件の場合

ＫＣＣの裁定

出典：電気通信基本法第40条の2及び電気通信事業紛争処理委員会海外調査結果(2004年10月）

 
 
 
（５）紛争処理実績 

２００２年以降、ＫＣＣの裁定による紛争処理件数は、次のとおりで

ある。裁定による処理は、事業者相互間紛争及び事業者／利用者間紛争

のいずれにおいてもそれほど多くない。 

７件
（民願申告センターでは、1998年～2004年2月ま
でに47,160件を解決、現在も100件／日の申告）

３件
ＫＣＣの

裁定
（2002年～）

事業者／利用者間件数事業者相互間件数

出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局資料(2004年9月）及び電気通信事業紛争処理委員会海外調査結果(2004年10月）

 

【表１０：韓国の紛争処理実績】 

【図５１：韓国の事業者／利用者間紛争処理体制】
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（６）韓国の競争環境と紛争処理体制 

ＫＣＣの裁定は、欧米の紛争処理機関が行った裁定に比較して件数が

少ない。しかし、事業者／利用者間紛争については、「民願申告センター」

で大部分を処理しており（１９９８～２００４年２月までに４７，１６

０件を処理）、全体として件数が多いことは判明している。 
他方、事業者相互間紛争については、斡旋の数も公表されていないこ

とから、なぜ事業者相互間紛争が事業者／利用者間紛争に比較して、こ

のように少ないのか、その原因について、委員会において議論が行われ

たところであり、検討を行った。 
① 韓国における市場別競争状況を見ると、電話市場では、ＫＴが高度

に独占的であるため、そもそも紛争が生じにくいと想定される。これ

に対して、ブロードバンドでは、ＫＴが約半数のシェアを占めるもの

の、ある程度の競争が認められ、紛争も生じやすい環境にあると言え

る。また、移動体通信もＳＫテレコムが約半数のシェアを占めるもの

の、同様にある程度の競争が認められ、紛争が生じやすい環境と言え

る。 
 
② そこで、ブロードバンドや移動体通信における紛争は、どのように

処理されているのであるかが問題となるが、まず、（２）で述べたと

おり、韓国の事業者相互間紛争処理体制では、裁定を行うのに適せず、

又はその他必要と認めるときには、ＫＣＣの斡旋により紛争処理を行

うことができるとされるので、紛争が生じた場合であっても、ＫＣＣ

は、自らの判断により、自由に斡旋によることができる。このため、

裁定よりも非公式な斡旋により、当事者の意思に基づく解決を優先し

ているものと想定される。 
 
③ また、委員会の海外調査の際に事業者から聴取した内容によれば、

事業者もＫＣＣの裁定よりも、非公式な対話、ＫＣＣの調査・命令又

はＭＩＣのルール変更による解決を求める傾向が強いことが判明し

た。 
 
④ このような事情を背景として、事業者相互間紛争については、件数

としてはあるものの、裁定による処理に至らないケースが多いと想定

される（図５２及びグラフ６参照）。 
 



 97

電話は独占的で
紛争が生じにくい

出典：電気通信事業紛争処理委員会海外調査結果(2004年10月）、電気通信事業紛争処理委員会事務局資料(2004年9月）、総務省資料及び
MIC2004年年次報告

KT

ハナロ

デーコム

市内電話（３社）

(93.8%)

（6.2%)

KT

ハナロ

デーコム

ﾄゥﾙﾈｯﾄ

オンセ通信

その他

ブロードバンド（数社）

(51.0%)

(23.1%)

(10.8%)
(1.7%)

(3.3%)
(10.1%)

ＳＫテレコム

ＫＴＦ

ＬＧテレコム

(51.3%)
(32.1%)

(16.6%)

移動通信（３社）

ＫＣＣは、裁定
よりも当事者間
の対話を優先

（参考）韓国における市場別競争状況（加入数）

・ＫＣＣの調査・命令やＭＩＣのルール変更による解決

斡旋については、
非公式なものも
多い

・非公式な斡旋による解決

 

【図５２及びグラフ６：韓国の競争環境と紛争処理】 
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２ インドの紛争処理制度 

（１）インドにおける紛争処理制度の概観 

インドでは、規制機関である（ＴＲＡＩ：Telecom Regulatory 
Authority）と別に、紛争処理専門機関であるＴＤＳＡＴ（Telecom 
Disputes Settlement and Appellate Tribunal）が設置されており（図
５３参照。）、ＥＵ各国、米国及び韓国とも異なる独自の制度となってい

る。 
具体的には、ＴＤＳＡＴの委員長及び２名以内の委員で構成される

「Ｂｅｎｃｈ」で決定を行い、これにスタッフとしてOfficers and 
Employeesが存在する（図５４参照）９３。 

 

ＴＲＡＩ
（Telecom Regulatory Authority）

規制

ＴＤＳＡＴ
(Telecom Disputes Settlement 
and Appellate Tribunal)

紛争処理
（事業者相互間、事業者／利用者間、事業者／行政間）

 
 
 

【図５３：インドの紛争処理機関】 
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委員長及び委員（２名以内）

Ｂｅｎｃｈ

Officers and Employees

出典：2000年TRAI法第14条B及びTDSAT訪問の際の意見交換結果(2003年3月）

 

（２）事業者相互間紛争処理体制 

インドにおいては、事業者相互間紛争は、ＴＤＳＡＴの裁定によって

処理される。 
 
（３）事業者相互間紛争処理手続 

ＴＤＳＡＴが紛争処理を行う場合（裁定）の手続は、通常、次のとお

りである（図５５参照）。 
① ＴＤＳＡＴが、事業者からの申請を受ける。 

 
② ＴＤＳＡＴが、当事者に対して聴聞を行う。 

 
③ 場合によっては、ＴＤＳＡＴが、申請の合法性、適正性、正確性を

検証するために申請内容の処理に関する記録を要求する。 
 
④ また、ＴＤＳＡＴは、次のことを行うことができる。 
ａ 関係者の召喚 
ｂ 資料の発見及び作成 
ｃ 証拠の提出、証拠又は証言の検証 

 
⑤ ＴＤＳＡＴが、裁定（申請から９０日以内に行うようにすべき努力

規定あり）を行い、その写しを当事者に送付する。 

【図５４：ＴＤＳＡＴの組織】 
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⑥ ＴＤＳＡＴの裁定に当事者が従わない場合には、最高１０万ルピー

の罰金が課せられる。また、２回以上違反した場合には、最高２０万

ルピーの罰金が課せられる。 
 
⑦ ＴＤＳＡＴの裁定に不服がある場合には、最高裁判所に提訴するこ

とができる。 
 
 

● ＴＤＳＡＴの紛争処理手続（裁定の場合）

事業者からの申請

当事者に対する聴聞

ＴＤＳＡＴの裁定（９０日以内に行うよう努力）

当事者に写しを送付

ＴＤＳＡＴが、申請の合法性、適正性、正確性を検証
するために申請内容の処理に関する記録を要求
ＴＤＳＡＴは、以下のことなどを行うことが可能
・関係者の召喚
・資料発見及び作成
・証拠提出、証拠や証言の検証

場合によっては、

出典：2000年TRAI法第14条A、第16条(2)、第18条、第20条

最高裁に提訴（９０日以内）

事業者が従わない場合 不服がある場合

最高１０万ルピーの罰金、２回以上の
違反は最高２０万ルピーの罰金

 
（４）事業者／利用者間紛争処理体制 

ＴＤＳＡＴは、事業者相互間紛争のほか、事業者／利用者間紛争及び

免許人／被免許人間紛争についても、同様に処理を行う。 
 
（５）紛争処理実績 

２００３年３月以降、ＴＤＳＡＴが裁定の申請を受理したのは、事業

者相互間、事業者／利用者間及び免許人／被免許人間の紛争の合計で３

３７件になっている。（１）のとおり、ＴＤＳＡＴの組織は、それほど大

きいものではないにもかかわらず、多数の紛争を受理している。 

【図５５：インドの事業者相互間紛争処理手続】 
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（６）インドの競争環境と紛争処理体制 

① インドでは、１９９７年、市内通信（音声）に競争が導入されたが、

これに伴い、ＴＲＡＩ法が制定され、規制機関であるＴＲＡＩが設立

された。そして、ＴＲＡＩによる紛争処理が行われることとなった９４。 
 
② しかしながら、２０００年以降、競争を導入する分野が拡大される

など、次のような動きがあり、これに併せて、ＴＲＡＩ法が改正さ

れ、ＴＲＡＩから紛争処理機能が分離され、紛争処理専門機関とし

てＴＤＳＡＴが設立された９５(図５６参照)。 
ａ 長距離通信（音声）への競争導入（２０００年） 
ｂ ＩＳＰによるＶｏＩＰ事業の許可（２０００年） 
ｃ ＤＯＴ（通信情報技術省電気通信局）の電気通信サービス提供機

能が、ＢＳＮＬとして政策機能から分離（２０００年） 
ｄ 国際通信（音声）への競争導入（２００２年） 

 
③ ＴＤＳＡＴがそれほど大きい組織でないにもかかわらず、（５）の

ように多数の紛争を受理しているのは、紛争処理専門機関であること

が大きな要因であると思われる。このような体制は、紛争処理の一つ

の在り方として大いに参考になる。 
 

・長距離通信（音声）への競争
導入（2000年）
・国際通信（音声）への競争
導入（2002年）
・ＩＳＰによるインターネット電話
事業の許可（2000年）
・ＤＯＴ（通信情報技術省電気
通信局）の電気通信サービス
提供 機能が、ＢＳＮＬとして
政策機能から分離（2000年）

紛争処理専門機関である
ＴＤＳＡＴの設立
（２００１年）

ＴＲＡＩによる紛争処理
（～２０００年）

市内通信（音声）への競争導入

規制機関である
ＴＲＡＩの設立
（１９９７年）

出典： TDSAT訪問の際の意見交換結果(2003年3月）、総務省資料及び
TRAI ”The Indian Telecommunication Industry Performance Indicators 2002-03”

【図５６：インドの競争環境と紛争処理体制】
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（脚注） 
                                            
１ ITU “EUROPEAN WORKSHOP ON DISPUTE RESOLUTION ”  ITU-World Bank “Dispute Resolution in the 

Telecommunications Sector: Current Practices and Future Directions”など 
 
２ OECD “Designing independent and accountable regulatory authorities for high quality regulation expert 

meeting Document 10 “ The Role and “Office” of the Regulator in the Settlement Dispute between Operators”
など 

 
３ “1. In the event of a dispute arising in connection with obligations arising under this Directive or the Specific 

Directives between undertakings providing electronic communications networks or services in a Member 
State, the national regulatory authority concerned shall, at the request of either party, and without prejudice 
to the provisions of paragraph 2, issue a binding decision to resolve the dispute in the shortest possible time 
frame and in any case within four months except in exceptional circumstances.・・・ 
2. Member States may make provision for national regulatory authorities to decline to resolve a dispute 
through a binding decision where other mechanisms, including mediation, exist and would better contribute 
to resolution of the dispute in a timely manner in accordance with the provisions of Article 8. If after four 
months the dispute is not resolved, and if the dispute has not been brought before the courts by the party 
seeking redress, the national regulatory authority shall issue, at the request of either party, a binding 
decision to resolve the dispute in the shortest possible time frame and in any case within four 
months. ・・・ 
4. The decision of the national regulatory authority shall be made available to the public, ・・・.” 
（Framework Directive  Article 20（抜粋）） 

 
４ “Unless they consider- 

(a) that there are alternative means available for resolving the dispute, 
(b) that a resolution of the dispute by those means would be consistent with the Community requirements 

set out in section 4, and 
(c) that a prompt and satisfactory resolution of the dispute is likely if those alternative means are used for 

resolving it, 
their decision must be a decision that it is appropriate for them to handle the dispute.” 
（Communications Act 2003 第 186条(3)） 

 
５ “Ofcom will be reluctant to resolve a dispute unless one party is dominant and/or failure to agree would 

result in detriment to competition or consumers. In the absence of these circumstances, Ofcom may consider 
that alternative mechanisms for dispute resolution would be more appropriate, and may decline to 
resolve a dispute on that basis.” 
（OFCOM “Guidelines for the handling of competition complaints, and complaints and disputes about breaches 

of conditions imposed under the EU Directives”） 
 
６ “Ofcom recently announced the establishment of a new independent office, the Telecommunications 

Adjudicator. The role of the adjudicator is to help accelerate the implementation and delivery of fit for purpose 
and appropriately industrialised products and processes for LLU. Where a dispute about LLU products and 
processes is submitted to Ofcom under section 185 of the Communications Act and the parties have not 
made use of the Adjudicator Scheme then Ofcom may consider that alternative opportunities to resolve 
the dispute have not been fully exhausted.” 
（OFCOM “Guidelines for the handling of competition complaints, and complaints and disputes about breaches 

of conditions imposed under the EU Directives”） 
 
７ “Member States shall ensure, where appropriate, consultation and cooperation between those authorities, and 

between those authorities and national authorities entrusted with the implementation of competition law 
and national authorities entrusted with the implementation of consumer law, on matters of common interest.” 

 
“National regulatory authorities and national competition authorities shall provide each other with the 
information necessary for the application of the provisions of this Directive and the Specific Directives.” 
(Framework Directive Article 3 4.及び5.（抜粋）) 

 
８ “A complaint is an allegation that the Competition Act (and/or Articles 81 and 82 of the EC Treaty), or a 

specific ex ante condition, has been breached.” 
（OFCOM “Guidelines for the handling of competition complaints, and complaints and disputes about breaches 
of conditions imposed under the EU Directives”） 

 
９ “Ofcom will only accept a dispute where complainants submit clear information on all details of the 

dispute including: 
• relevant  ex  ante conditions (e.g. a condition imposing the requirement to meet a request for access); 
• a clear statement of the scope of the dispute; 
• full details, with reasons, of a preferred remedy; 
• documentary evidence of commercial negotiations on all issues covered by the scope of the dispute; and 
• a statement by an officer, preferably the CEO, that the company has used its best endeavours to resolve 

the dispute through commercial negotiation.” 
（OFCOM “Guidelines for the handling of competition complaints, and complaints and disputes about breaches 
of conditions imposed under the EU Directives”） 
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１０ “In summary, Ofcom will only accept a complaint where complainants: 

• clearly identify the relevant ex  ante condition which they believe is being breached, or the alleged 
abuse under the Competition Act (and/or Articles 81 and 82 of the EC Treaty); 

• submit sufficient factual evidence to back up their allegations; and 
• submit a statement by an officer, preferably the CEO, of the company that due care has been taken to 

ensure that the evidence submitted is correct and complete.” 
（OFCOM “Guidelines for the handling of competition complaints, and complaints and disputes about breaches 

of conditions imposed under the EU Directives”） 
 
１１ “Except in exceptional circumstances and subject to section 187(3), OFCOM must make their 

determination no more than four months after the following day- 
(a) in a case falling within subsection (1)(a), the day of the decision by OFCOM that it is appropriate for 
them to handle the dispute; and 
(b) in a case falling within subsection (1)(b), the day on which the dispute is referred back to them.” 
“Where it is practicable for OFCOM to make their determination before the end of the four month 
period, they must make it as soon in that period as practicable,” 
（Communications Act 2003 第 188条(5)(6)） 

 
１２ “The Adjudicator shall be an individual appointed from time to time by Ofcom alone:” 

“after consultation by Ofcom with British Telecommunications plc (“BT”) and other Communications 
Providers (“Operators”) as regards selection criteria and nominations” 
(Adjudicator Appointment Rules 1.1及び1.1.1) 

 
１３ “The Adjudicator will in the exercise of:  

3.1.1 facilitation, assist BT and Operators to reach agreement on and, where necessary, make 
recommendations on; and 

3.1.2 if necessary, dispute resolution, set” 
（Ofcom Terms of Reference for the Telecommunications Adjudication Scheme for Local Loop 
Unbundling3.11及び3.12） 

 
１４ “Save for Rule 4.5, the Adjudication shall be binding unless and until superseded by: 

5.4.1 a contrary determination or direction by Ofcom; or 
5.4.2 an order of a Court of competent jurisdiction” 
（Dispute Resolution Rules5.4.1及び5.4.2） 

 
１５ “3.2 The costs will be paid for by Ofcom. Ofcom will reclaim 50% of the cost of the Adjudicator from 

BT.” 
（Adjudicator Appointment Rules 3.2) 

 
１６ http://www.offta.org.uk/participants.htm 
 
１７ http://www.offta.org.uk/disputes/ota001/index.htm 
 
１８ “(5) Subject to section 55, OFCOM's duties under subsections (1) and (3) so far as relating to procedures for 

resolving disputes are to be performed, to such extent as they consider appropriate, by the setting of general 
conditions requiring public communications providers- 
(a) to establish and maintain procedures for resolving disputes; and 
(b) to secure that those procedures are, and continue to be, approved by OFCOM 
（Communications Act 2003 第 52条(5)） 

 
１９ “We deal with complaints about: 

• the way in which your mobile and fixed phone, fax and internet services are provided to you; 
• certain services like Short Messaging Services (SMS, also known as texting), voice-mail and call 

forwarding; and 
• services and products for people with disabilities, such as text relay (an operator service that translates 

voice to text and text to voice) and free directory enquiries.” 
 （OTELO “Making a complaint to the Ombudsman”） 

 
２０ “Oftel has a policy of encouraging network operators and service providers to resolve consumer disputes 

directly with their customers.” 
(OFTEL press release 11 December 2002) 

 
２１  http://www.otelo.org.uk/content.php?menuID=25&pageID=10 
 
２２ “We have over 100 member companies that include over 95% of the UK fixed-line telecom market, over 

55% of the UK mobile phone market and about 33% of the UK Internet Service Provider (ISP) market.” 
（OTELO “Making a complaint to the Ombudsman”） 

 
２３ “We are funded by our members.” 

（OTELO “Making a complaint to the Ombudsman”） 
 
２４ “It is important for us to be independent of the communications industry and the regulator so that 

people trust us to be fair. We have a Council to make sure of this.” 
（OTELO “Making a complaint to the Ombudsman”） 
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２５ “It's up to you to decide whether you are satisfied with the Ombudsman's decision. 

If you accept the decision within two months 
Your company has agreed that it will keep to the decision and take the action that the Ombudsman has 
asked for. 

If you don't accept the decision within two months 
You lose the right to the solution that the Ombudsman has offered. However, you will be free to follow other 
routes to try to sort out the problem in a way that suits you better.” 
（OTELO “Making a complaint to the Ombudsman”） 

 
２６ “Already set to gain approval at that time was an Ombudsman body formed and promoted by OFTEL. The 

companies did not want to join the Ombudsman, citing, amongst other reasons, high joining costs and 
high case fees.” 
（CISAS “The First Report of the Communications & Internet Services Adjudication Scheme”） 

 
２７ “a) The scheme can be used to settle disputes about: 
・bills 
・The way a company provides mobile-phone, fixed-phone, fax or internet services to customers; 
・certain services such as text messaging (SMS), voice mail and call forwarding; or 

services and products for people with disabilities, like text relay and free directory enquiries. 
b) The dispute must be between a customer and one or more of the companies listed in 1a. 
c) The dispute cannot involve a claim for an amount of more than £5000 including 

VAT for any one customer. 
d) The dispute must not involve a complicated issue of law and court action must  

not have been started. 
e) The dispute must have already gone through the relevant company's own complaints procedure and the 

company must have accepted, in writing, that the dispute may be settled through the scheme. 
f) Customers must apply to the scheme within three months of receiving the last reply on the matter from the 

company. 
g) Putting a dispute through the scheme does not remove the customer's duty to  

pay the company any other amounts which are due and which are not disputed.” 
（CISAS “The Rules of the CISAS Scheme” 3.） 

 
２８ http://www.arbitrators.org/cisas/members.asp 
 
２９ http://www.arbitrators.org/cisas/joining_cisas.asp 
 
３０ “The independent adjudicator's decision is binding on the company when the customer accepts that 

decision.” 
（CISAS “The Rules of the CISAS Scheme” 5k.） 

 
３１ “En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur 

la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications 
électroniques, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou 
l'autre des parties.” 
（アクセスあるいは相互接続の拒否、商業的な交渉の失敗、あるいはその結論についての不同意、
相互接続取り決めの実施及び電子通信ネットワークへのアクセス実施に関する不同意がある場合、
電気通信規制庁は、当事者による異議申し立てを検討することができる。） 

“En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications peut 
également être saisie des différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par 
le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur :  
   1º Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, 
d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations 
existantes situées sur une propriété privée ; 
   2º Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 ; 
   2º bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 ; 
   4º Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications 
électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de 
communications électroniques visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.” 
（商業的な交渉が必要な場合でも、電気通信規制庁は同様に、本編においてまた第 II編第 III章、
特に以下に定める事業者の責務を実施させるため、関係する係争に関与することができる。 

1. 第 L47条に規定される事業者間の共同利用の可能性と条件、また私有地に設置される設備に
関する第 L48条に規定される事業者間の共同利用の可能性と条件 

2. 第 L34条に規定する加入者リスト提供の技術的及び財政的条件。 
2bis. 第 L34-8-1条に定める地域ローミング協約の締結または実施 
4． 電子通信事業者の活動、あるいは地方公共団体一般法典第 L1425-1条に述べる電子通信ネッ
トワーク及びインフラの設置、提供あるいは共同利用に関する技術及び料金についての条件。 

電気通信規制庁は、Iに規定する形式と手続きの条件の中で、この異議申し立てに対する裁定を行
う。それ以外の場合、同庁はその決定に先立ち、1に述べる設備について事業者間の共同利用を課
す全ての関係当事者により公開協議を行うものとする。） 
（郵便電子通信法典第Ｌ３６－８条Ⅰ（抜粋）及びⅡ）。 

 
３２ http://www.art-telecom.fr/eng/index.htm 
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３３ “A good example is France, where the new entrants hold one of the highest shares of the DSL market, 

and consequently the overall broadband market.” 
（欧州委員会“European Electronic Communications Regulation and Market 2004”) 

 
３４ “The incumbent has been able to maintain and stabilise its dominant position in local voice telephony 

and local access, and other operators have concerns about the lack of regulatory intervention in relation 
to the incumbent’s aggressive commercial and pricing strategy.” （欧州委員会“European Electronic 
Communications Regulation and Market 2004”) 

 
３５ “Die Regulierungsbehörde kann in geeigneten Fällen zur Beilegung elekommunikationsrechtlicher 

Streitigkeiten den Parteien einen einvernehmlichen Einigungsversuch vor einer Gütestelle 
(Mediationsverfahren) vorschlagen.” 
（規制機関は、電気通信法上の係争を仲裁するために、適切な場合、仲裁所において合意すべき仲
裁案を提出することができる（仲裁手続き）。） 
（Telekommunikationsgesetz (TKG) § 124） 

 
３６ RegTP第１局１１５課回答。 
 
３７ http://www.regtp.de/en/index.html 
 
３８ “If a dispute arises between those who provide electronic communications networks or electronic 

communications services or associated services as regards obligations ensuing from this Act or from regulations, 
licence conditions or decisions concerning obligations that have been issued under the Act, a party may refer 
the dispute for determination by the supervisory authority. 

The authority shall as soon as possible decide on the issues to which the dispute applies. The decision 
shall be issued no later than four months from when the request was received by the authority, if a longer 
time is not necessary having regard to the scope of the dispute or other special circumstances.” 

 
“If, having regard to the nature of the dispute, it is more suitable, the supervisory authority may instead of 

entertaining a dispute for consideration refer it for mediation. The parties shall in such a case be afforded 
an opportunity to submit proposals to the authority concerning an appropriate party to act as mediator. 
If mediation has proceeded for four months or been discontinued before that without the parties reaching 
agreement, the authority shall, upon a new application by any of the parties, consider the dispute in 
accordance with that prescribed in Section 10.” 
  (Telecommunication Act 2003 Chapter7 section 10及び11) 

 
３９ “If a dispute arises relating to the application of the Act or of the regulations or licence conditions issued under 

the Act, the supervisory authority shall expenditiously investigate the situation and, if special reasons do not 
suggest otherwise, mediate between the parties.” 

(Telecommunication Act 1993 section 58（抜粋）) 
 
４０ “In those cases where disputes arose between the parties, PTS was empowered to mediate between them. It 

soon transpired that this was not sufficient to establish functioning competition. The mediations that were 
commenced became protracted and seldom resulted in any desirable result. Therefore, the provision was 
made more stringent in 1997, and PTS was empowered to decide what should apply between the 
disputing parties. The results became more and better interconnection contracts and a manifest 
improvement to the competition situation. 

In certain cases, PTS has had to decide on what terms should apply between the parties.” 
（PTS “Reflections- Ten years of experience with the Swedish Telecommunications Act”） 

 
４１ “The Ministry and the Telecommunications Administration Centre shall, in compliance with the purposes 

of this Act referred to in section 1, promote the service operations of telecommunications operators and their 
mutual cooperation as well as aim to settle any disputes primarily through negotiations with the parties. 
Where necessary, the party guilty of an error or neglect shall be made liable to rectify its action.”  
（1997 Telecommunications Market Act Section 36（抜粋）） 

 
 
４２ “The Finnish Communications Regulatory Authority shall promote cooperation among 

telecommunications operators and aim at resolving disputes between telecommunications operators 
primarily through mediation.” 

 
“If mediation does not produce results within four months and if one of the parties to the dispute so 

requests, the Finnish Communications Regulatory Authority shall make a decision on the matter within 
four months of the end of mediation.” 
（2003 Communications Market Act Section 126(3)(4)） 

 
４３ “If telecommunications operators cannot agree on the other conditions of interconnection relating to 

telecommunications, the Ministry shall decide the matter in compliance with the provisions of section 36 
on the settlement of disputes.” 
（1997 Telecommunications Market Act Section 10（抜粋）） 
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４４ “・・・ compared to the EU average, a high percentage of the total number of broadband retail lines is in 

the hands of incumbents (72%). ・・・ The Finnish fixed market remains segmented, with some fifty SMP 
operators, most of which are medium to small local telephone companies. The trend towards market 
consolidation, observed in the previous years, has further strengthened, with the organisation of the 
market around three main players (one of which consists, inter alia, of a number of local telephone 
companies). These three major actors have relatively equal shares of the total fixed market (25.9%, 
31.4% and 36.1% of all fixed calls respectively, by retail revenue).  

New entrants are encountering difficulties that are specifically related to the above-mentioned 
segmentation of the market (which obliges them, inter alia, to negotiate interconnection with numerous 
SMP operators) and to the fact that the local telecommunications markets remain firmly in the hands of 
local telephone companies. ・・・” 
（European Commission “European Electronic Communications Regulation and Market 2004”) 

 
４５ OECD “Designing independent and accountable regulatory authorities for high quality regulation expert 

meeting Document 10 “ The Role and “Office” of the Regulator in the Settlement Dispute between Operators”
など 

 
４６ “For the purpose of regulating interstate and foreign commerce in communication by wire and radio ・・・ 

there is hereby created a commission to be known as the “Federal Communications Commission” ・・・” 
（［47 U.S.C. 151］（抜粋）） 

 
４７  “Any party negotiating an agreement under this section may, at any point in the negotiation, ask a State 

commission to participate in the negotiation and to mediate any differences arising in the course of the 
negotiation.” 
（［47 U.S.C. 252］(a)(2)） 

 
４８ “During the period from the 135th to the 160th day (inclusive) after the date on which an incumbent local 

exchange carrier receives a request for negotiation under this section, the carrier or any other party to the 
negotiation may petition a State commission to arbitrate any open issues.”  
（［47 U.S.C. 252］(b)(1)） 

 
４９ “During the period from the 135th to the 160th day (inclusive) after the date on which an incumbent local 

exchange carrier receives a request for negotiation under this section, the carrier or any other party to the 
negotiation may petition a State commission to arbitrate any open issues.” 
（［47 U.S.C. 252］(b)(1)） 

 
５０ “A party that petitions a State commission under paragraph (1) shall, ・・・ provide the State commission all 

relevant documentation concerning- (�)the unresolved issues; (�)the position of each of the parties with 
respect to those issues; and (�)any other issue discussed and resolved by the parties.” 
（［47 U.S.C. 252］(b)(2)(A)） 

 
５１ “A party petitioning a State commission under paragraph (1) shall provide a copy of the petition and any 

documentation to the other party or parties not later than the day on which the State commission receives 
the petition.” 
（［47 U.S.C. 252］(b)(2)(B)） 

 
５２ “A non petitioning party to a negotiation under this section may respond the other party’s petition and 

provide such additional information as it wishes within 25 days after the State commission receives the 
petition.” 
（［47 U.S.C. 252］(b)(3)） 

 
５３ “Within 7 days of receiving the response, the applicant and respondent shall jointly file a revised 

statement of unresolved issues that removes from the list presented in the initial petition those issues 
which are no longer in dispute ・・・.” 
（［Resolution ALJ-181 Rule 3.7］） 

 
５４ “Within 10 days after the filing of a response to the request for arbitration, the arbitration conference 

and hearing shall begin. ・・・” 
（［Resolution ALJ-181 Rule 3.9］） 

 
５５ “・・・ The conference and hearing process shall conclude within 10 days of the hearing's commencement, 

unless the Arbitrator determines otherwise.” 
（［Resolution ALJ-181 Rule 3.12］） 

 
５６ “Though participation at arbitration conferences and hearings is strictly limited to the parties that were 

negotiating the agreements being arbitrated, the general public is permitted to attend arbitration hearings 
unless circumstances dictate that a hearing, or portion thereof, be conducted in closed session. Any party to an 
arbitration seeking a closed session must make a written request to the Arbitrator describing the 
circumstances compelling a closed session. ・・・.” 
（［Resolution ALJ-181 Rule 3.16］（抜粋）） 
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５７ “Within 15 days following the hearings, the Arbitrator, after consultation with the Assigned 

Commissioner, shall file a Draft Arbitrator's Report. ・・・.” 
（［Resolution ALJ-181 Rule 3.18］） 

  
５８ “Each party and any member of the public may file comments on the Draft Arbitrator's Report (DAR) 

within 10 days of its release. Such comments shall not exceed 20 pages, unless otherwise authorized by the 
Arbitrator for the respective parties in arbitration, and shall focus on factual, legal or technical errors in the 
DAR. ・・・.” 
（［Resolution ALJ-181 Rule 3.19］（抜粋）） 

 
５９ The Arbitrator shall file the Final Arbitrator's Report no later than 15 days after the filing date for 

comments. Prior to the report's release, the Telecommunications Division will review the report. ・・・.” 
（［Resolution ALJ-181 Rule 3.20］（抜粋）） 

 
６０ “The State commission ・・・ shall conclude the resolution of any unresolved issues not later than 9 

months after the date on which the local exchange carrier received the request under this section.” 
（［47 U.S.C. 252］(b)(4)(B)（抜粋）） 

 
６１ “Determinations by a State commission of the just and reasonable rate for the interconnection of facilities 

and equipment for purposes of subsection (c)(2) of section 251, and the just and reasonable rate for network 
elements for purposes of subsection (c)(3) of such section- ・・・” 
（［47 U.S.C. 252］(d)(1)（抜粋）） 

 
６２ “・・・. If any party refuses or fails unreasonably to respond on a timely basis to any reasonable request from the 

State commission, then the State commission may proceed on the basis of the best information available to 
it from whatever source derived.” 
（［47 U.S.C. 252］(b)(4)(B)（抜粋）） 

 
６３ “A local exchange carrier shall make available any interconnection, service, or network element provided 

under an agreement approved under this section to which it is a party to any other requesting 
telecommunications carrier upon the same terms and conditions as those provided in the agreement.” 
（［47 U.S.C. 252］(i)） 

 
６４ “The provision of this Act shall apply to all interstate and foreign communication by wire or radio and all 

interstate and foreign transmission of energy by radio, which originates and/or is received within the United 
States, ・・・” 
（［47 U.S.C. 152］(a)（抜粋）） 

 
６５ “The term “common carrier” or “ carrier” means any person engaged as a common carrier for hire, in 

interstate or foreign communication by wire or radio or in interstate or foreign radio transmission of energy, 
except where reference is made to common carriers not subject to this Act; ・・・” 
（［47 U.S.C. 153］(10)（抜粋）） 

 
６６ “Any person, any body politic or municipal organization, or state commission, complaining of anything done 

or omitted to be done by any common carrier subject to this Act, in contravention of the provisions thereof, 
may apply to said Commission by petition which shall briefly state the facts, ・・・” 
（［47 U.S.C. 208］(a)（抜粋）） 

 
６７ “(a) ・・・a formal complaint shall contain: 

(1) The name of each complainant and defendant; 
(2) The occupation, address and telephone number of each complainant and, to the extent known, each 

defendant; 
(3) The name, address, and telephone number of complainant's attorney, if represented by counsel; 
(4) Citation to the section of the Communications Act and/or order and/or regulation of the Commission 

alleged to have been violated. 
(5) A complete statement of facts which, if proven true, would constitute such a violation.・・・; 
(6) Proposed findings of fact, conclusions of law, and legal analysis relevant to the claims and arguments 

set forth in the complaint; 
(7) The relief sought, including recovery of damages and the amount of damages claimed, if known; ・・・
（［47 C.F.R. 1.721］（抜粋）） 

 
６８ “・・・a statement of the complaint thus made shall be forwarded by the Commission to such common 

carrier, who shall be called upon to satisfy the complaint or to answer the same in writing within a reasonable 
time to be specified by the Commission. ・・・” 
（［47 U.S.C. 208］（抜粋）） 

 
６９ “・・・ any carrier upon which a copy of a formal complaint is served shall answer such complaint in the manner 

prescribed under this section within twenty days of service of the formal complaint by the complainant, ・・・.”  
（［47 C.F.R. 1.724］(a)（抜粋）） 

 
７０ “The answer shall advise the complainant and the Commission fully and completely of the nature of any 

defense, ・・・.” 
（［47 C.F.R. 1.724］(b)（抜粋）） 

 
７１ “After an order, decision, report, or action has been made or  taken in any proceeding by the Commission, or 
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by any designated authority within the Commission pursuant to a delegation under Section 5(c)(1), any party 
thereto, or  any other person aggrieved or whose interests are adversely affected thereby, may petition for 
reconsideration only to the authority, making or taking the order, decision, report, or action ・・・” 
（［47 U.S.C. 405］(a)（抜粋）） 

 
７２ “Any proceeding to enjoin, set aside, annul or suspend any order of the Commission under this Act (except 

those appealable under subsection (b) of this section) shall be brought as provided by and in the manner 
prescribed in Chapter 158 of title 28, United States Code.” 
（［47 U.S.C. 402］(a)） 

 
７３ “The Commission may perform any and all acts, make such rules and regulations, and issue such orders, 

not inconsistent with this Act, as may be necessary in the execution of its functions.” 
（［47 U.S.C. 154］(i)） 

 
７４ “In addition to the duties contained in subsection (b), each incumbent local exchange carrier has the 

following duties: 
(3) The duty to provide, to any requesting telecommunications carrier for the provision of a 

telecommunications service, nondiscriminatory access to network elements on an unbundled basis at 
any technically feasible point on rates, terms, and conditions that are just, reasonable, and 
nondiscriminatory in accordance with the terms and conditions of the agreement and the requirements 
of this section and section 252. An incumbent local exchange carrier shall provide such unbundled network 
elements in a manner that allows requesting carriers to combine such elements in order to provide such 
telecommunications service.” 
（［47 U.S.C. 251］(c)(3)） 

 
７５ “the Commission identifies a minimum set of network elements that incumbent LECs must provide under this 

section. States may require incumbent LECs to provide additional network elements on an unbundled basis. The 
minimum set of network elements the Commission identifies are: local loops, local and tandem switches 
(including all vertical switching features provided by such switches), interoffice transmission facilities, 
network interface devices, signalling and call-related database facilities, operations support systems 
functions, and operator and directory assistance facilities.” 
（FCC “FIRST REPORT AND ORDER” (FCC 96-325)） 

 
７６ “In determining what network elements should be made available for purposes of subsection (c)(3), the 

Commission shall consider, at a minimum, whether-  
(A) access to such network elements as are proprietary in nature is necessary; and 
(B) the failure to provide access to such network elements would impair the ability of the 

telecommunications carrier seeking access to provide the services that it seeks to offer.” 
（［47 U.S.C. 251］(d)(2)） 

 
７７ “High-Capacity Transmission. We reaffirm that the definition of dedicated transport set forth in the Local 

Competition First Report and Order includes all technically feasible capacity-related services such as DS1-DS3 
and OC3-OC96 dedicated transport services.” 
（FCC “THIRD REPORT AND ORDER AND FOURTH FURTHER NOTICE OF PROPOSED 

RULEMAKING” (FCC99-238)） 
 
７８ “except for local circuit switching used to serve end users with four or more lines in access density zone 1 

in the top 50 Metropolitan Statistical Areas (MSAs), provided that the incumbent LEC provides 
non-discriminatory, cost-based access to the enhanced extended link throughout zone 1.” 
（FCC “THIRD REPORT AND ORDER AND FOURTH FURTHER NOTICE OF PROPOSED 

RULEMAKING” (FCC99-238)） 
 
７９ “only in limited circumstances in which the incumbent has placed digital loop carrier systems in the 

feeder section of the loop or has its Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) in a remote 
terminal. The incumbent will be relieved of this obligation, however, if it permits a requesting carrier to 
collocate its DSLAM in the incumbent’s remote terminal on the same terms and conditions that apply to 
its own DSLAM.” 
（FCC “THIRD REPORT AND ORDER AND FOURTH FURTHER NOTICE OF PROPOSED 

RULEMAKING” (FCC99-238)） 
 
８０ “OSS consists of pre-ordering, ordering, provisioning, maintenance and repair, and billing functions 

supported by an incumbent LEC’s databases and information. The OSS element includes access to all 
loop qualification information contained in any of the incumbent LEC’s databases or other records, 
including information on whether a particular loop is capable of providing advanced services.” 
（FCC “THIRD REPORT AND ORDER AND FOURTH FURTHER NOTICE OF PROPOSED 

RULEMAKING” (FCC99-238)） 
 
８１ “in vacating the Commission’s line sharing rules, the D.C. Circuit found that the Commission failed to 

consider the relevance of broadband competition coming from cable and, to a lesser extent, satellite 
providers. The Commission staff’s High Speed Services December 2002 Report shows that, nationally, 
cable modem service is the most widely used means by which the mass market obtains broadband service. 
Indeed, two reports show that the gap between cable modem and ADSL subscribership continues to 
widen.”  

 
“As discussed earlier, the Commission also has acknowledged the important broadband potential of 
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other platforms and technologies, such as third generation wireless, satellite, and power lines. Although 
cable modem’s lead in broadband deployment is not dispositive in our impairment analysis, the fact that 
broadband service is actually available through another network platform and may potentially be 
available through additional platforms helps alleviate any concern that competition in the broadband 
market may be heavily dependent upon unbundled access to the HFPL. Indeed, as noted by Allegiance, 
the existence of some measure of intermodal alternatives in the residential market lessens the benefits of 
unbundling.  

Given that the whole loop is available, on an unbundled basis, we find that the costs of unbundling the 
HFPL outweigh the benefits when taking into account the skewed entry incentives discussed above. 
Moreover, we anticipate that the Commission’s decisions in this Order and other proceedings will 
encourage the deployment of new technologies providing the mass market with even more broadband 
options.” 

  
“In fact, broadband platforms enabled by the deployment of FTTH loops will likely enable a variety of 

new services and applications, competing directly with the market-leading cable broadband offerings and 
the broadband offerings potentially provided by other technological platforms, such as satellite and 
wireless, thereby weakening the case for unbundling.” 

 
“We are also informed in our analysis by the state of intermodal competition for broadband service. As 

noted above, cable companies have made significant inroads in providing broadband service to the mass 
market, but these same companies have made less progress in the market for traditional narrowband 
services. For example, cable companies have widely deployed broadband service in the form of 
high-speed Internet access offered via cable modem service, but cable telephony deployment is still in its 
infancy. According to a Commission staff report, more consumers continue to obtain their high speed 
Internet access by cable modem service than by xDSL, and the rate of growth for cable modem 
subscribership continues to outpace the rate of growth for xDSL subscribership (i.e., since the period 
June to December 2001, cable modem subscribership for high speed Internet access increased 55 percent 
versus an increase of only 35 percent for xDSL-based subscribership). A primary benefit of unbundling 
hybrid loops – that is, to spur competitive deployment of broadband services to the mass market – 
appears to be obviated to some degree by the existence of a broadband service competitor with a leading 
position in the marketplace. We therefore tailor our unbundling requirements to most effectively address 
those services that are not yet fully subject to competition (i.e., narrowband services in the mass market) 
rather than the broadband services that are currently provided in a competitive environment.” 
（以上、FCC “Report and Order and Order on Remand and Further Notice of Proposed Rulemaking” (FCC 

03-36)） 
 
８２ “The Commission shall ・・・ initiate a notice of inquiry concerning the availability of advanced 

telecommunications capability to all Americans ・・・. If the Commission’s determination is negative, it shall 
take immediate action to accelerate deployment of such capability by removing barriers to infrastructure 
investment and by promoting competition in the telecommunications market.” 
（［47 U.S.C. 157nt］(b)（抜粋）） 

 
８３ “we conclude that it is consistent with our section 706 mandate to promote investment in infrastructure 

by refraining from unbundling incumbent LECs’ next generation network facilities and equipment.” 
（FCC “Report and Order and Order on Remand and Further Notice of Proposed Rulemaking” (FCC 03-36)） 

 
８４ “・Mass Market Loops. Incumbent LECs must offer unbundled access to stand-alone copper loops and 

subloops for the provision of narrowband and broadband services. Subject to a grandfather provision and a 
transition period, incumbent LECs do not have to provide unbundled access to the high frequency portion of 
their loops. Incumbent LECs must offer unbundled access to the Time Division Multiplexing (TDM) features, 
functions, and capabilities of their hybrid copper/fiber loops. Similarly, only in fiber loop overbuild situations 
where the incumbent LEC elects to retire existing copper loops must the incumbent LEC offer unbundled access 
to those fiber loops for narrowband service only. Incumbent LECs do not have to offer unbundled access to 
newly deployed or “greenfield” fiber loops or to the packet-switching features, functions, and capabilities of 
their hybrid loops. 
 ・Enterprise Market Loops. Incumbent LECs are no longer required to unbundle OCn loops. Incumbent 
LECs must offer unbundled access to dark fiber loops, DS3 loops (limited to 2 loops per requesting carrier per 
customer location) and DS1 loops except at specified customer locations where states have found no 
impairment pursuant to Commission-delegated authority to conduct a more granular review based on 
Commission-defined triggers measuring the availability or feasibility of alternatives to incumbent LEC 
unbundled loops at such customer location. 
・Subloops. Incumbent LECs must offer unbundled access to subloops necessary to access wiring at or near a 

multiunit customer premises, including the Inside Wire Subloop, i.e., all incumbent LEC loop plant between the 
minimum point of entry (MPOE) at a multiunit premises and the point of demarcation, regardless of the 
capacity level or type of loop the requesting carrier will provision to its customer. Unbundled access must be 
provided at any technically feasible accessible terminal at or near the multiunit premises, including but not 
limited to, a pole or pedestal, a network interface device (NID), the MPOE, the single point of interconnection 
(SPOI) or a feeder distribution interface. A requesting carrier accessing a subloop on the incumbent LEC’s 
network side of the NID obtains the NID functionality as part of that subloop. Upon notification by a requesting 
carrier that interconnection is required through SPOI, an incumbent LEC is required to provide a SPOI at 
multiunit premises where the incumbent LEC owns, controls or leases the wiring at such premises. 
・Network Interface Devices (NID). Incumbent LECs must offer unbundled access to the NID on a stand 

alone basis to requesting carriers. The NID is defined as any means of interconnecting the incumbent LEC’s 
loop distribution plant to wiring at a customer premises location. An incumbent LEC shall permit a requesting 
carrier to connect its loop facilities through the incumbent LEC’s NID. 
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・Dedicated Transport. We redefine the dedicated transport network element as those transmission facilities 

that connect incumbent LEC switches or wire centers. The Commission conducted its impairment analysis of 
dedicated transport by capacity level. Specifically, we find that requesting carriers are not impaired without 
access to unbundled OCn level transport. Further, we find that requesting carriers are impaired without access to 
dark fiber, DS3, and DS1 transport, each independently subject to a granular route-specific review by the states 
to identify available wholesale facilities. Dark fiber and DS3 transport also each subject to a granular 
route-specific review by the states to identify where transport facilities can be deployed. 
・Switching for Enterprise Market (defined as DS1 and above). We find, on a national basis, that 

competitive LECs are not impaired without unbundled local circuit switching when serving the enterprise 
market. We recognize that a more geographically specific record may reveal such impairment in particular 
markets and thus allow states to rebut this national finding based on certain operational and economic criteria. 
・Switching for Mass Market (defined as DS0). We find, on a national basis, that competing carriers are 

impaired without unbundled local circuit switching when serving the mass market due to operational and 
economic barriers associated with the incumbent LEC hot cut process. We require state commissions to approve 
an incumbent LEC batch hot cut process, or make a detailed finding that such a process is not necessary. We 
recognize that a more geographically specific record may identify particular markets where there is no 
impairment and thus ask states to apply Commission-defined triggers measuring existing switch deployment 
serving this market and, if necessary, consider operational and economic barriers to switch deployment to serve 
this market. If states conclude that there is impairment in a particular market, they must consider whether the 
impairment can be cured by requiring unbundled switching on a rolling basis, rather than making unbundled 
switching available for an indefinite period of time. 
・Shared Transport. We find that carriers are impaired without shared transport only to the extent that 

carriers are impaired without access to unbundled switching. 
・Packet Switching. Incumbent LECs are not required to unbundle packet switching, including routers and 

Digital Subscriber Line Access Multiplexers (DSLAMs), as a stand-alone network element. The Order 
eliminates the current limited requirement for unbundling of packet switching. 
・Signaling Networks. Incumbent LECs are only required to offer unbundled access to their signaling network 

when a carrier is purchasing unbundled switching. The signaling network element, when available, includes, but 
is not limited to, signaling links and signaling transfer points (STPs). 
・Call-Related Databases. When a requesting carrier purchases unbundled access to the incumbent LEC’s 

switching, the incumbent LEC must also offer unbundled access to their call-related databases and, if the 
incumbent LEC does not provide customized routing, to operator service and directory assistance (OS/DA) 
services. When a carrier utilizes its own switches, with the exception of 911 and E911 databases, incumbent 
LECs are not required to offer unbundled access to call-related databases, including, but not limited to, the Line 
Information database (LIDB), Toll Free Calling database, Number Portability database, Calling Name (CNAM) 
database, Operator Services/Directory Assistance databases, and the Advanced Intelligent Network (AIN) 
database. 
・OSS Functions. Incumbent LECs must offer unbundled access to their operations support systems (OSS) for 

qualifying services. OSS consists of pre-ordering, ordering, provisioning, maintenance and repair, and billing 
functions supported by an incumbent LEC’s databases and information. The OSS element also includes access 
to all loop qualification information contained in any of the incumbent LEC’s databases or other records. 
（以上、FCC “Report and Order and Order on Remand and Further Notice of Proposed Rulemaking” (FCC 

03-36)） 
 
８５ “In this Order, the Commission takes additional steps to encourage the innovation and investment that 

come from facilities-based competition.” 
（FCC “Order on Remand” (FCC 04-290)） 

 
８６ “By using our section 251 unbundling authority in a more targeted manner, this Order imposes 

unbundling obligations only in those situations where we find that carriers genuinely are impaired 
without access to particular network elements and where unbundling does not frustrate sustainable, 
facilities-based competition.” 
（FCC “Order on Remand” (FCC 04-290)） 

 
８７ “This Order imposes unbundling obligations in a more targeted manner where requesting carriers have 

undertaken their own facilities-based investments and will be using UNEs in conjunction with 
selfprovisioned facilities. By adopting this approach, we spread the benefits of facilities-based competition 
to all consumers, particularly small- and medium-sized enterprise customers.” 
（FCC “Order on Remand” (FCC 04-290)） 

 
８８ “Our unbundling rules are designed to remove unbundling obligations over time as carriers deploy their 

own networks and downstream local exchange markets exhibit the same robust competition that 
characterizes the long distance and wireless markets.” 
（FCC “Order on Remand” (FCC 04-290)） 

 
８９ “• Dedicated Interoffice Transport. Competing carriers are impaired without access to DS1 transport except 

on routes connecting a pair of wire centers, where both wire centers contain at least four fiber-based 
collocators or at least 38,000 business access lines. Competing carriers are impaired without access to DS3 or 
dark fiber transport except on routes connecting a pair of wire centers, each of which contains at least three 
fiber-based collocators or at least 24,000 business lines. Finally, competing carriers are not impaired without 
access to entrance facilities connecting an incumbent LEC’s network with a competitive LEC’s network in 
any instance. We adopt a 12-month plan for competing carriers to transition away from use of DS1- and DS3- 
capacity dedicated transport where they are not impaired, and an 18-month plan to govern transitions away 
from dark fiber transport. These transition plans apply only to the embedded customer base, and do not permit 
competitive LECs to add new dedicated transport UNEs in the absence of impairment. During the transition 
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periods, competitive carriers will retain access to unbundled dedicated transport at a rate equal to the higher of 
(1) 115 percent of the rate the requesting carrier paid for the transport element on June 15, 2004, or (2) 115 
percent of the rate the state commission has established or establishes, if any, between June 16, 2004 and the 
effective date of this Order. 
• High-Capacity Loops. Competitive LECs are impaired without access to DS3-capacity loops except in any 
building within the service area of a wire center containing 38,000 or more business lines and 4 or more 
fiber-based collocators. Competitive LECs are impaired without access to DS1-capacity loops except in any 
building within the service area of a wire center containing 60,000 or more business lines and 4 or more 
fiber-based collocators. Competitive LECs are not impaired without access to dark fiber loops in any instance. 
We adopt a 12-month plan for competing carriers to transition away from use of DS1- and DS3-capacity loops 
where they are not impaired, and an 18-month plan to govern transitions away from dark fiber loops. These 
transition plans apply only to the embedded customer base, and do not permit competitive LECs to add new 
high-capacity loop UNEs in the absence of impairment. During the transition periods, competitive carriers will 
retain access to unbundled facilities at a rate equal to the higher of (1) 115 percent of the rate the requesting 
carrier paid for the unbundled loops on June 15, 2004, or (2) 115 percent of the rate the state commission has 
established or establishes, if any, between June 16, 2004 and the effective date of this Order. 
• Mass Market Local Circuit Switching. Incumbent LECs have no obligation to provide competitive LECs 
with unbundled access to mass market local circuit switching. We adopt a 12-month plan for competing 
carriers to transition away from use of unbundled mass market local circuit switching. This transition plan 
applies only to the embedded customer base, and does not permit competitive LECs to add new switching 
UNEs. During the transition period, competitive carriers will retain access to the UNE platform (i.e., the 
combination of an unbundled loop, unbundled local circuit switching, and shared transport) at a rate equal to 
the higher of (1) the rate at which the requesting carrier leased that combination of elements on June 15, 2004, 
plus one dollar, or (2) the rate the state public utility commission establishes, if any, between June 16, 2004, 
and the effective date of this Order, for this combination of elements, plus one dollar.” 
（以上、FCC “Order on Remand” (FCC 04-290)） 

 
９０ “The term “information service” means the offering of a capability for generating, acquiring, string, 

transforming, processing, retrieving, utilizing, or making available information via telecommunications, 
and includes electronic publishing, but does not include any use of any such capability for the 
management, control, or operation of a telecommunications system or the management of a 
telecommunications service.”  
（［47 U.S.C. 153］(20)） 

 
９１ 「電気通信事業者または利用者は次の各号の１の事項に関して当事者間の協議がなされず、または協
議できない場合は、通信委員会に裁定を申請することができる。 
１．電気通信事業法第 33 条の２の規定による損害賠償または第 46 条の規定による実費補償 
２．電気通信事業法第 33 条の５第１項の規定による電気通信設備の提供、第 34 条第１項の規定による
相互接続、第 34 条の３第１項の規定による共同使用等、または第 34 条の４第１項の規定による情報
の提供等に関する協定の締結 
３．電気通信事業法第 35 条の５第１項の規定による電気通信設備の提供、第 34 条第１項の規定による
相互接続、第 34 条の３第１項の規定による共同使用等、または第 34 条の４第１項の規定による情報
の提供等に関する協定の履行もしくは損害の賠償 
４．その他、他の法律で通信委員会の裁定事項に規定された事項」 
 （電気通信基本法第４０条の２第１項） 
 

「電気通信事業者は電気通信役務を提供するにあたって利用者に損害を与えた場合は賠償しなければ

ならない。」 

（電気通信事業法第３３条の２） 

 

「基幹通信事業者は第 43 条の第 1 項の規定に基づいて船舶、航空機、その他の交通機関の所有者また

は占有者から電気通信業務の利用に提供される無線局の開設に必要な特殊な供給、または設備を提

供される場合には、それに所要された実費を保証すべきである。」 

（電気通信事業法第４６条） 
 
「①基幹通信事業者は他の基幹通信業者からの電気通信設の提供に関する要請がある場合には協定を
締結し、電気通信設備を提供することが可能である｡ 
②次の各号の 1にあたる基幹通信事業者は、第 1項の規定による要請がある場合には、第 1項の規定
にも関わらず協定を締結して電気通信設備を提供すべきである。 
1． 他の電気通信事業者が電気通信役務を提供することにあたり、必需的な設備を保有する基幹通信
事業者 
2． 基幹通信事業者の事業規模及び市場占有率などが情報通信部令が定まる基準にあたる基幹通信
事業者」 

（電気通信事業法第３３条の５第１項及び第２項） 
 
「①基幹通信事業者が他の基幹通信事業者から提供を受ける無線通信施設共同利用の対価は、公定で
妥当な方法で算定し精算すべきである。 
②電気通信事業の効率性を上げて利用者を保護するため、情報通信部長官が定めて公示する基幹通信
事業者から共同利用に関する要請がある場合には、第 1 項の規定にも関わらず協定を締結してこれを
許容すべきである。」 
（電気通信事業法第３３条の７第１項及び第２項） 
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「電気通信事業者は他の電気通信事業者から電気通信設備の相互接続に関する要請がある場合には、
協定を締結して相互接続を許容することが出来る。」 
（電気通信事業法第３４条第１項） 
 
「基幹通信事業者は他の電気通信事業者から電気通信設備の相互接続に必要な設備の設置または運営
のため、その基幹通信事業者の管路、ケーブル、電柱または局舎などの電気通信設備または設備への
出入り、または共同利用の要請を受けた場合には協定を締結して、電気通信設備または施設への出入
り、または共同利用を許容することが出来る。」 
（電気通信事業法第３４条の３第１項） 

 
「基幹通信事業者は他の電気通信事業者から電気通信設備の提供、相互接続、または共同利用などや
料金の賦課、徴収及び電気通信番号案内のため、必要な技術的情報または利用者の人的事項に関する
情報の提供を要請された場合には、協定を締結して要請された情報を提供することが出来る。」 
（電気通信事業法第３４条の４第１項） 

 
９２ １９９７年１１月設置。 
 
９３ “The Appellate Tribunal shall consist of a Chairperson and not more than two Members to be appointed, 

by notification, by the Central Government.” 
 

“The Central Government shall provide the Appellate Tribunal with such officers and employees as it 
may deem fit.” 
(THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) ORDINANCE,2000(No. 2 OF 
2000) 14(B)(1)（抜粋）及び14H(1)) 

 
９４ “If a dispute arises, in respect of matters referred to in sub-section (2), among service providers or between 

service providers and a group of consumers, such disputes shall be adjudicated by a bench constituted by 
the Chairperson and such bench shall consist of two members” 
（THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA ACT(1997 No. 24 of 1997) 14(1)（抜粋）） 

 
９５ “The Central Government shall, by notification, establish an Appellate Tribunal to be known as the 

Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal to - 
(a) adjudicate any dispute - 
(i) between a licensor and a licensee; 
(ii) between two or more service providers; 
(iii) between a service provider and a group of consumers:” 
(THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) ORDINANCE,2000(No. 2 OF 
2000) 14(a)) 

 
 


